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１．後期基本計画策定の趣旨 

本市では、平成 23年度（2011年度）に、平成 34年度（2022年度）を目標年次とした第５次小田原市

総合計画「おだわらＴＲＹプラン」を定めました。基本構想では、本市の将来都市像として「市民の力

で未来を拓く希望のまち」を掲げるとともに、地域住民の創意と工夫による住民主導のまちづくりを目

指して、地区自治会連合会の区域を単位とした地域別計画を策定しました。そして、平成 28年度（2016

年度）を目標年次とした前期基本計画をスタートさせ、未来への投資（６つの先導的施策）を軸としな

がら、山積する課題解決にオール小田原で取り組み、着実に計画を推進してきました。 

時を同じくして、平成 23 年度の計画スタート時には、東日本大震災という未曾有の大災害が発生し、

私たちが築きあげてきた社会システムや経済活動の基盤、さらには暮らしや営みを支える地域の絆のあ

り方が深く問われることになりました。本市総合計画では、いのちを大切にし、地域資源を活かし、コ

ミュニティの絆を深めるといった考え方を示していたことから、その時点での計画の見直しは行わず、

安心安全のまちづくりやエネルギーの地域自給に向けた取組などを補強し、その対応を図ってきました。

また、社会経済環境の変化のスピードが増し、より複雑化した社会にあっては、より柔軟な対応が求め

られるとともに、取組の方向性を示していく必要があります。そこで、これまでの間に、市民の意見を

反映しながら、政策・施策の分野毎の個別計画を総合計画に即して策定し、対応を図ってきています。 

一方、国では、人口減少が地域経済の縮小をもたらし、地域、経済、社会などの様々な基盤の維持を困

難にする可能性があるとして、人口減少と少子高齢化問題を克服し、活力に溢れ、持続可能なまちづく

りを目指す「地方創生」の旗を掲げ、全国の地方自治体において、国の総合戦略の趣旨を踏まえた地方

版総合戦略の策定を求めました。本市においても、平成 27 年 10 月に、小田原市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン及び総合戦略を策定し、人口減少・少子高齢化に伴う諸問題の解決に向けた取組を推進

しています。 

また、こうした人口減少・少子高齢化に伴う諸問題は、県西地域においても同様であり、圏域としての

持続を考えれば、これまで中心的な役割を担ってきた本市の役割はより一層増しています。現在、同じ

く中心的な役割を担ってきた南足柄市と協同で、中心市の機能強化に向け、合併や中核市移行などを視

野に検討を始めており、基礎自治体としてのあり方を見極める時期に差し掛かっています。 

こうした状況を踏まえ、「おだわらＴＲＹプラン」前期基本計画の計画期間が平成 28年度で満了する

ことから、社会経済環境の変化を踏まえた基本計画の見直しを行い、基本構想で描いた将来都市像「市

民の力で未来を拓く希望のまち」の実現に向けた取組を加速させ、質を高めていくことを命題として、

後期基本計画を策定することにしました。 
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２．計画の構成と期間 

第５次小田原市総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成し、自治会連合会の区域

ごとに作成した地域別計画と一対で本市のまちづくりを進めます。 

 

（１）基本構想 

基本構想は、本市のまちづくりにおける基本理念や目標と、これを実現するための施策の方向を示

すもので、平成 23年度（2011年度）を初年度として、平成 34年度（2022年度）を目標年次とします。 

 

※ 今回の後期基本計画の策定にあたって、基本構想の見直しは行いません。 

 

（２）基本計画 

基本計画は、基本構想で定めた将来都市像「市民の力で未来を拓く希望のまち」の実現と目標の達

成に向けたまちづくりの施策の方向を体系的に示すものです。平成 23 年度（2011 年度）から平成 28

年度（2016年度）を計画期間とする前期基本計画を踏まえ、平成 29年度（2017年度）から平成 34年

度（2022年度）までの 6年間を計画期間とする後期基本計画を策定します。 

 

（３）実施計画 

実施計画は、基本計画に基づき、個々の事業を具体化するための計画として策定するもので、計画

期間は３年間とし、財政状況の変化などに対応しつつ、計画内容の見直しを行います。 

 

 

 平成 23年度 平成 29年度 平成 34年度 

基本構想 基本構想 

     

基本計画 前期基本計画 後期基本計画 

     

実施計画 第 1次 実施計画 第 2次 実施計画 第 3次 実施計画 第 4次 実施計画 

     

 今回策定する計画 
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３．計画策定の経緯 

後期基本計画の策定にあたり、平成 27年度には、全国で活躍する有識者と、市長・副市長・関係部局

長に、民間事業者を加えた有識者懇談会を開催し、基本的な考え方を整理してきました。また、これま

での取組を進化させていくために、市民との対話を重ねて世代や業種を超えたつながりを生み出し、そ

こから取組の一歩を踏み出す「実験と学びに基づく共創のアプローチ」という手法を取り入れました。 

この2つの取組で得られた学びや気づきを、基本的な考え方として後期基本計画に取り込むとともに、

平成 27 年 10 月に策定した「小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、市長が掲げる市政運営の方

針及び具体的な取組が盛り込まれた「第３ステージの取り組み指針」の内容を反映しています。 

なお、地域別計画については、平成 28年度中に、各地区内の自治会、社会福祉協議会などの各種団体

で構成されている地域コミュニティ組織が中心的な役割を担い、計画の振り返りや検証、新たな課題設

定などの見直し作業を実施しています。 

 

（１）有識者懇談会 

変化が激しい環境に対応しながら、限られた行政運営資源をマネジメントしていくため、全国で活

躍する有識者、市長・副市長・関係部局長・民間事業者による懇談会を、平成 27年度に全５回開催し、

「子ども・子育て」「地域経済」「高齢者」のテーマについて議論してきました。その内容は、後述す

る「６．計画の視座」に位置付けています。 

 

（２）共創のアプローチ 

共創のアプローチでは、市民の皆さんや関係者の実感・背景などの「生の声」に基づいた対話を行

う「市民インタビュー」に加え、共感を広げ、参加者の関係性をつくりありたい姿を共有する「市民

ミーティング」を開催しました。ここから、課題解決策の仮説を生み出すとともに、仮説を基にした

小さな実験を通じて、関係者がともに一歩を踏み出すことで、まちづくりを進めるための学びを得て

きました。「子ども・子育て」「暮らし（生産年齢世代）」「シニア（高齢者）」の３つのテーマでの

対話や実験を通じて、官民がどのように連携し、どのように取組を進めていくかを共に学ぶ場となり

ました。 
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４．社会経済環境の変化 

（１）人口減少・少子高齢社会 

人口減少や少子高齢化の進行により、労働力人口の減少や経済規模の縮小、社会保障費の増大など、

社会経済、ひいては地方財政に大きな影響を及ぼすことが予想されます。人口が減少する一方で世帯

数は増加しており、特に高齢者のみの世帯や単身世帯への対応も求められています。 

国においては、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、人口減少時代の到来という基本認識に立ち、

東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域の特性に即した地域課題の

解決の視点から、人口減少への対応に取り組むこととしており、本市においても、平成 27年度に、ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略を策定し、人口減少・少子高齢化に伴う諸問題の解

決に向けた取組を推進しています。 

 

（２）地方創生・地域間競争 

経済活動などのグローバル化により、人やモノ、金、情報の交流が活発化し、これまで以上に地域間

競争が激しくなってきます。全国の自治体で地方創生への動きが活発化する中で、魅力ある都市とし

て自立するためには、官民連携により、地域の潜在的な経済力を最大限に発揮させ、知恵と工夫で競

争力を高めていくとともに、地域内の経済循環も生み出していくことが求められています。 

また、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会といった

大規模なスポーツイベントの機会を捉え、本市の魅力を発信していく必要があります。 

 

（３）環境問題 

日常における生産活動や消費活動は、地球温暖化や生物多様性などに関係しており、環境への負荷

が深刻化していますが、地球規模で環境に対する意識が高まっており、企業活動や農業分野において

も環境に配慮した生産活動に取り組んでいます。 

また、東日本大震災の教訓を踏まえ、地域においても、再生可能エネルギーの地域自給に向けた取

組や、資源の地域内循環、持続可能なライフスタイルの実現など、次世代に配慮した対応が求められ

ています。 

 

（４）地方分権・地域運営 

地方分権の確立に向けた取組が進められるなか、地方公共団体においては、限られた財源と人材を

有効に活用しながら、地域住民の協力と創意工夫によって地域運営を進めていくことが求められてい

ます。 

同時に、市民ニーズの多様化、複雑化などにより行政需要が増大するなか、画一的な行政施策では

対応することが困難になってきています。そこで、生活の基盤となる地域において「自分たちの地域

は自分たちでつくる」という考えのもと、持続可能な地域社会をつくっていくことが必要となってい

ます。 

 

（５）地域コミュニティ 

急速な少子高齢化の進行、地域経済の低迷、人口の流出などにより、地域全体の活力低下が懸念さ

れています。また、高度情報化の進展、産業構造・就業構造の変化などによりライフスタイルやニー

ズが多様化し、生活空間としての地域内のつながりが希薄になってきています。そこで、今まで家族

やコミュニティが担ってきた役割について再考するとともに、地域において課題を共有し、多様性の

なかの連携や地域運営の仕組みの再編に取り組む必要があります。 
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（６）安全・安心 

東日本大震災や熊本地震といった大規模な地震、台風や集中豪雨などの自然災害が多発しており、

自然災害に対する体制や組織を強化することが求められています｡また、凶悪犯罪の低年齢化や、振り

込め詐欺、インターネットによるトラブルの多発が社会問題となっており、行政のみならず地域社会

が一丸となって、暮らしの安全を確保していくことが必要です。 

さらに、安心して子どもを産み育てられる環境や、安定した社会保障制度に支えられながら過ごす

ことのできる環境づくりなど、安心と希望に満ちた暮らしを地域社会で実現していくことが求められ

ています。 

 

（７）ＩＣＴ（情報通信技術） 

ICT（情報通信技術）の発展は、利便性の向上やライフスタイルの多様化の促進をもたらし、豊かさ

を実感できる生活の実現に寄与している一方、人間関係の希薄化をもたらす負の側面も指摘され、人

と人とのつながりにも影響を与えています。行政においても、事務の効率化や住民サービスの向上の

観点から、ICT（情報通信技術）を最大限に活用することが求められています。 

 

（８）成熟社会 

経済的な豊かさを重視してきた生き方から、心豊かに自分らしく暮らせるライフスタイルを求める

ようになってきていることから、自分らしい時間の過ごし方が重視され、多様な価値観のなかで、ス

ポーツ・レクリエーション活動、生涯学習、ボランティアや社会貢献活動などに費やす時間の充実に

対する人々のニーズが高まっています。 

また、快適でゆとりある住環境、美しく落ちつきのあるまちなみ、緑や水辺空間の再生など質の高

い生活空間へのニーズも高まっています。 
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５．計画の基礎条件 

（１）人口の将来展望 

急速に進行する人口減少・少子高齢化問題に対応するため、国は「まち・ひと・しごと創生法」を平成

26年 11月に制定し、人口の展望を示した「長期ビジョン」と、解決の道筋を示した「総合戦略」を同年

12月に閣議決定しました。こうした動きを受け、本市においても、平成 27年 10月に「小田原市まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン（以下、人口ビジョン）」及び「小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定しました。 

この人口ビジョンにおいて、本市における人口の現状や将来の人口動態などを分析し、平成 52年（2040

年）までの人口の将来展望を示しています。 

① 国による人口分析 

・ 平成 20年（2008年）に始まったわが国の人口減少は、今後加速度的に進みます。 

・ 日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計 出生中位・死亡中位）によると、平成 72年（2060年）

の総人口は約 8,700万人まで減少すると見通されています。 

・ 仮に、合計特殊出生率が、平成 32年（2020年）に 1.6程度、平成 42年（2030年）に 1.8程度、

平成 52年（2040年）に 2.07程度まで上昇すると、平成 72年（2060年）の人口は約 1億 200万

人となり、長期的には 9,000万人程度で概ね安定的に推移するものと推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本市の人口の現状分析と考察 

【現状分析】 

・ 本市の総人口は、平成 11年（1999年）の 200,587人をピークに漸減しています。なお、国立社

会保障・人口問題研究所による推計人口（平成 25 年 3 月推計）」によると、本市の総人口は減

少を続け、平成 52年（2040年）には 158,299人となります。 

・ 年齢３区分別人口の推移のうち、生産年齢人口は、平成 12年（2000年）頃をピークに近年は減

少傾向です。また、昭和 50年（1975年）以降、年少人口は一貫して減少傾向、老年人口は一貫

して増加傾向です。 

・ 自然増減の推移は、出生数が減少を続ける一方で死亡数は増加し続けており、平成 17 年（2005

年）以降、死亡数が出生数を上回り自然減に転じています。また、合計特殊出生率の推移は、平

成 17年（2005年）以降、ほぼ横ばい、若干の回復傾向です。 

・ 社会増減の推移は、平成 7年（1995年）以降、減少傾向にあります。特に、20～29歳の間に人口

流出が見られる一方、60歳以上では人口流入の傾向が見られます。また、中部地方（主に静岡県）

からは転入超過にありますが、東京圏へは転出超過となっています。 
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【考察】 

・ 本市においては、出生数の大幅な改善がみられない限り、年少人口及び生産年齢人口を中心に人

口が減少し、高齢化率が高まる傾向にあります。 

・ 人口移動において、近年、流出超過にあるのは主として 20～30 代前半であり、逆に流入超過に

関しては 60 代以上が大勢を占めています。また、東京都や神奈川県東部の大都市への人口流出

が見られ、かつ、本市に在住しながら市外へと通勤・通学している方が多くなっています。 

・ 子どもを産み育てる世代の流出は、出生数の減少にもつながり、人口減少及び少子高齢化の進展

に拍車をかける可能性があります。 

 

③ 本市人口の将来展望 

本市人口ビジョンでは、国立社会保障・人口問題研究所による推計人口（平成 25年 3月推計）をも

とに、国の合計特殊出生率の目標設定と連動した与件に加え、社会増減が均衡する与件を設定し、平

成 52年（2040年）までの将来人口を推計しています。 

ここでは、平成 52年（2040年）の将来人口を 164,598人、後期基本計画の計画期間である平成 34

年（2022年）の将来人口を 187,145人と推計しています。 

 

 

 

（２）土地利用 

① 現 状 

本市は、千数百年前から集落が形成され、その後の城下町、東海道の宿場町、富士箱根伊豆への玄

関口として、常に拠点としての役割を果たしながら発展してきました。 

都市構造は、歴史的経緯を踏襲しつつも、土地利用の状況は、ライフスタイルの多様化や経済活動

のグローバル化に伴い、郊外部の市街化が進展し、農地を含めた自然的土地利用から都市的土地利用

への転換が進んでいます。社会インフラも、住む人の利便性向上のための整備が交流の促進にも資す

るという考えのもと、都市化の進展に応じて整備されてきました。 

今後の土地利用の方向性については、急速な高齢化と人口減少、財政難という厳しい条件のもとで、

生活の質を支えてきた地域の多様な資産を活かしながら次世代へと引き継いでいく、持続可能な都市

の実現に向けた取組が求められています。 

このような状況において、国では、平成 26年 8月に都市再生特別措置法を改正し、新たに市町村が
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定めることができる立地適正化計画を制度化しました。立地適正化計画は、都市の生活を支える都市

構造や都市全体の観点から、居住機能や医療、福祉、商業施設などの都市機能の立地を公共交通が充

実するエリアにゆるやかな誘導を図る「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基づ

いたまちづくりの実現を目指すものです。現在、本市においても、この計画の策定作業を進めていま

す。 

 

※ 現時点では、立地適正化計画策定の基本的考え方（目指すべき都市構造）を掲載しています。今後の

策定作業を踏まえ、内容を加筆していく予定です。 

 

②目指すべき都市構造 

・ 国の掲げる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方を基本として、本市の特徴で

ある多くの鉄道駅や、駅などの拠点を中心とする生活圏の特性、多様なライフスタイルを反映し、

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」による、活力ある持続可能なまちづくりの実現を目指

します。 

・ 市街化区域内については、都市生活の利便性や快適性の増進を目的に、生活利便性や居住機能を

誘導する都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定め、誘導の促進を図る施策を展開します。 

・ 市街化調整区域については、スプロールを抑制しつつ、既存集落などの地域コミュニティの維持

が図られるよう、土地利用のあり方の検証を別途進めているとともに、開発許可基準の見直しを

行います。 
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（３）財政状況 

本市の財政状況を決算で見ると、歳入・歳出面の規模は、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付

金、緊急経済対策など国の施策による事業があったため、近年は増加傾向となっています。歳入につい

て内訳を見ると、基幹収入である市税については、突出した動きはありませんが、生産年齢人口の減少

や経済情勢から大幅な増加は見込むことができない状況にあります。 

歳出については、社会保障関係費（扶助費、繰出金）が一貫して増加傾向にあり、少子高齢化の進展

を踏まえると、今後さらに増加していくことが懸念されます。公債費については、これまで市債発行の

抑制に努めてきたことから、減少傾向から横ばいで推移していますが、今後は公共施設などの維持管理

や更新経費が増加することが想定され、本市の財政運営はいっそう厳しさを増していくと推測されま

す。 

 

歳入決算額の推移 

 

歳出決算額の推移 
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６．計画の視座 

「おだわらＴＲＹプラン」では、市民の力・地域の力を核とした新しい公共により、小田原の豊かな地

域資源を十全に生かしながら、持続可能なまちづくりを進め、「市民の力で未来を拓く希望のまち」を

つくることを目指しています。 

前期基本計画がスタートした平成 23年以降、社会経済環境の変化は予想以上に激しく、先行きに対す

る見通しを立てることの厳しさが増しています。人口減少、急速な少子高齢化、各種インフラの一斉の

老朽化、地域経済の弱体化、子どもたちを取り巻く諸問題、公共部門の財政難など、目の前には様々な

課題が現れ、日々その深刻度が増すなかで、地域が有する様々な資源を総動員し、知恵を絞って、現実

に向き合ってきました。その過程では、様々な協働の仕組み、地域コミュニティの充実、民間の多彩な

活動などが育ち、総体として「問題解決能力の高い地域」へと、確実に歩みを進めています。 

今後も、総合計画に基づきこうした歩みを進めていきますが、立ち現れ深刻度を増す課題に対して、

厳しい財政状況のなかで取り組める事には限りが見えてきており、また、行政、市民・地域、双方の人

材不足も現実的な問題として存在することから、受動的に当座をやりくりしてしのいでいくという構え

だけでは、持続可能な地域社会を築きあげるのは難しいと言わざるを得ません。 

そこで、人口減少社会、縮減の時代、危機の時代と言われるような現在の時代と社会の先にあるべき

地域社会の姿をしっかり捉え、その目標にむかって、明確な意思を持って歩んでいくという姿勢が重要

になります。課題解決という「受動」から、持続可能な地域社会モデルの実現という「能動」へと、取

組の力点を移していく必要があります。幸いにも、小田原にはその潜在力があり、これまでの歩みもそ

こに向けられてきました。 

本市の将来都市像「市民の力で未来を拓く希望のまち」は、これまでの取組によって私たちの周りに

実現し始めています。そこで、ここまで進めてきた歩みを、揺ぎない現実としての「希望のまち」につ

なげるべく、後期基本計画では、直面する当座の課題解決にとどまらない、持続可能な地域社会モデル

の実現を目指していくこととします。そして、私たちの意識と行動を進化させるために、３つの視点に

主眼をおいて計画を組み立てるとともに、計画に基づく取組を進めていきます。 

 

【持続可能な地域社会のモデル（実現したい状態）】 

  ○ いのちを支える豊かな自然環境がある 

  ○ 自然と共存し人々と手を携えていく意識と力を持つ人間が育っている 

  ○ 基礎的な社会単位である地域コミュニティの絆が結ばれている 

  ○ 人が生まれ、育ち、暮らし、老いていく、その営みを、社会全体が敬意を持って支えて

いる 

  ○ 喜びも苦しみも、みんなで分かち合う文化や仕組みを、社会として共有している 

  ○ 地域の資源を生かした、地に足の着いた経済活動が根付いている 

  ○ 暮らしや経済を支える様々な社会資本は、計画的にメンテナンスが施され危なげない 

  ○ 地域の運営をつかさどる基礎自治体は、地方政府と呼べる総合力と、市民一人ひとりへ

の細かな配慮を併せ持っている 
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【３つの視点】 

（１）人間の未来を考える 

・地域社会を構成する市民一人ひとりに目を向け、それぞれの存在が認められる場づくりや取組を

進めることに主眼をおきます。 

・市民一人ひとりの背景を知り、そして信頼関係を構築し、全体の課題解決につなげていくアプロ

ーチへの転換を図っていきます。 

・「社会を変えたい」という想いを持った人を育て、社会に対してアクションできる人を増やして

いくという観点を持ち、取組を進めます。 

（２）「共」の再生を考える 

・「みんなにとって必要な事は、みんなでなんとかしよう」という考え方に立ち戻り、どうすれば

「公」が「共」の基礎をつくれるのかを考えます。 

・そのうえで、市民が主体的につくり出していく事を、行政がどうバックアップするのかに主眼を

おき、行政は「何をやるべきで、何ができるか」を考え、取組を進めます。 

・人口が減少していくことを前提とした社会を想定し、家族から地域を見直すという視点を持ち、

分かち合いや信頼の社会の構築に向けた取組を進めます。 

（３）ライフサイクルを考える 

・「子どもを対象とした取組にシニアが楽しんで関与し、親の世代の支援にもつながる」など、施

策が他の世代にどのような影響を与えるか、その連鎖の視点を持ち、取組を進めます。 

・「子育て時に周りの人に支えられた経験から、今、子育て支援活動をしている」、「高校生の時の

商店街での活動経験が、今、小田原で働くことにつながり、小田原のために何かをしたいという

想いを持つ」など、時を越えて循環が生まれる視点も重要です。 

・私たちの暮らしや人生は連続したものであり、それらを分断せず、ライフサイクルを意識しなが

ら取組を進めることに主眼をおきます。 
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基本構想 
※ 今回の後期基本計画策定にあたって、基本構想の見直しは行いません。 
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序 章 

 

１．位置 

本市は、神奈川県西部に位置し、市庁舎は北緯 35度 15分 41秒、東経 139度９分 21秒にあります。 

市域は、東西 17.5km、南北 16.9kmで、南西部は真鶴町、湯河原町、箱根町と、北部は南足柄市、開成

町、大井町と、東部は中井町、二宮町とそれぞれ境を接しています。 

面積は 113.81k㎡で、神奈川県の面積の 4.7％を占め、県内の市としては、横浜市、相模原市、川崎市

に次いで４番目の広さを有しています。 

 

２．地形・気候 

市の南西部が箱根連山につながる山地であり、東部は大磯丘陵につながる丘陵地帯になっています。

市の中央には酒匂川が南北に流れて足柄平野を形成しており、南部は相模湾に面しています。この風光

明媚な自然環境と夏は涼しく冬は暖かいという気候により、明治から昭和初期にかけて、保養地（避暑

地・避寒地）として多くの著名人に愛されてきました。黒潮の影響を受けた温暖な気候と適度な雨量が、

生活の快適さだけでなく、梅やみかんをはじめとした多くの農産物の成長を支えています。 

 

３．基本構想の目的 

基本構想は、将来の本市のまちづくりの指針となるものであり、地域資源を生かした新しい小田原の

将来都市像を描き、その実現のために市民と行政が協働してまちづくりに取り組むにあたり、目指す都

市の姿を明らかにするものです。 

 

４．基本構想の目標年次 

基本構想は、平成 34年度（2022年度）を目標年次とします。 
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第１章 基本理念 

 

１．恵まれた条件 

私たちのまち小田原は、山、森、川、田園、海などあらゆる自然環境を備えています。そして、温暖な

気候と豊かな自然が生み出す大地の恵みは私たちの生存を支えています。 

本市は、首都圏に位置しながら富士箱根伊豆方面に開かれ、交通至便性にも優れており、商業集積地

から豊かな自然に囲まれた農村地帯まで地域の表情は多様性に富んでいます。そして、小田原城を中心

とする城下町・宿場町としての顔や、多数の政財界人が別邸を構えた地としての顔を持ち、長い歴史の

なかで育まれた多彩な文化、なりわいなどは全国に誇りうる市民共有の財産です。 

こうした背景から、小田原を舞台にしたさまざまな物語が生まれ、交流人口を獲得するうえでは国内

でも屈指というべき多くの条件に恵まれています。 

 

２．厳しい社会情勢と山積する地域課題 

明治以来の第三の転換期と言われる現在、自然環境の悪化、人口減少や少子高齢化、景気の低迷と産

業の空洞化、雇用の不安定化、社会的格差の拡大、国や地方の財政悪化などにより経済情勢や社会構造

が大きく変転し、従来の考えや手法の延長線上にわが国の未来を描くことが難しくなっています。 

また、私たちが暮らしている小田原にも、福祉制度や医療体制にまつわる不安、未来を担う子どもた

ちを取り巻く諸問題の深刻化、地域経済の低迷、中心市街地のにぎわいの喪失、水源となる山林の荒廃、

身近なコミュニティの衰退と担い手不足など解決しなくてはならないさまざまな課題が山積しています。 

このようななか、私たちは未来に対して閉塞感を持ち、ともすれば豊かな地域資源に裏打ちされた小

田原の無限の可能性を忘れ、郷土への誇りや希望、まちづくりへの意欲を失いかねない状況にあります。 

 

３．「新しい小田原」へ３つの命題 

愛する郷土・小田原をより美しくより活気にあふれたまちにしたい、家族や友人たちと健やかに暮ら

したい、と市民誰もが思っています。今を生きる私たちには、この地で育ち未来を担う次世代のために、

より豊かなまちとして守り、つくり、育てる使命があります。そして、市民が力を合わせて新たな取組

に挑戦することが、今日の厳しい局面を乗り越え、市民の思いや願いを形にする最も確かな道です。 

未曽有の困難に直面する今こそ、新しい小田原へと進化していく機会と捉え、まちづくりに関わるす

べての人々が共に知恵を絞り、共に汗をかきながら目の前の課題を克服し、より豊かな未来へとつなげ

る時です。 

 

この歩みを進めるうえで、私たちがしっかりと意識すべき命題が３つあります。 

 

第一は、「新しい公共をつくる」ということです。現在、国は権限と財源の地方への移譲を進め、地域

のことは住民自らが責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会の実現を目指しています。

本市においても、自分の暮らしや地域を自らがつくり出すことで郷土愛や地域コミュニティが醸成され、

それが次世代へと受け継がれていく地域社会を築く必要があります。 

これまで、公共的機能の大部分を行政が主体となって担ってきましたが、社会構造が複雑化するなか、

さまざまな市民ニーズに的確に対応するためには、市民や市民団体、地域に根ざした企業など地域に関

わるすべての人々が課題解決の当事者として知恵と力を発揮する必要があります。市民の力・地域の力

を核として、住民福祉増進の中心的な主体である行政との協働を育てながら、さまざまな公共的機能を

市全体として担うことのできる新しい公共をつくる必要があります。 
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第二に、「豊かな地域資源を生かしきる」ということです。本市では、先人から受け継がれてきた素晴

らしい財産を地域の誇りとして守り、各地でさまざまな取組が行われてきました。しかし私たちは、あ

まりに身近なところに豊かな地域資源が存在しているがゆえに、その価値を意識したり、感謝をしたり、

磨きをかけたり、さらにはより豊かにして次世代へと手渡す努力をしたりすることが十分であったか考

える必要があります。私たちの足元には、産業、文化、自然、まちなみ、市民活動、郷土愛、人を思いや

る心など可能性に満ちた多様な資源があります。それらを徹底して形にすることで、私たちは未来への

希望と活力を手にすることができます。そして、人と人、人と地域資源、あるいは地域資源同士が連携

することで新たな小田原の価値を生み出し、地域の発展へとつながっていきます。 

 

第三は、「未来に向かって持続可能である」ということです。私たちがつくり上げる地域の営みが、自

然環境を損ねることなく、むしろ健やかに守り育てながら続いていく。また、私たちの経済活動が、小

田原が有するさまざまな資源をより豊かに育て、人や技を育みながら循環していく。そして、私たちの

いのちと暮らしを支えるさまざまな活動が、その担い手をしっかり育て、つながりや支えあいがより確

かに受け継がれていく。このような、環境面、経済面、社会面での持続可能性があってこそ、より豊か

に成長しながら受け継がれていく地域の営みとなります。 

 

４．実現する将来都市像 

新しい小田原への3つの命題に取り組むことで、市民生活に関わる身近な課題の解決が進むとともに、

これまで眠っていた多彩な地域資源が花開き、地域の魅力と活力が高まります。これによって、市民の

なかに安心が生まれ、小田原に対する自信や誇り、そして希望が育ちます。 

私たちが描く未来の小田原は、市民一人ひとりのいのちが大切にされ、生きる喜びを実感しながら地

域社会で暮らし続けることができる市民自治のまちです。 

私たちは、歴史の連なりのなかで先人が培い、磨き上げてきた小田原固有の文化やものづくりの技術

をしっかりと受け継ぎ、次代へと継承していきます。また、地域に根ざした産業の振興を図り、新たな

価値を創造することで、地域経済に希望と活力があふれます。 

自然、歴史、都市機能が調和した豊かな生活基盤を整えることで、快適で利便性の高い暮らしや経済

活動が営まれます。 

そして、活気に満ちた住みよいまちで市民が主役となっていきいきと暮らしていることは、来訪者に

とっても大きな魅力となり、交流人口が拡大し、さらには定住人口の増加へとつながることが期待でき

ます。 

わが国が人口減少社会に入ったなか、住みよい・訪れてよいまちづくりを進めることにより、20 万都

市を堅持することを目標に掲げます。そして、市民の力・地域の力を核とした新しい公共により、小田

原の豊かな地域資源を十全に生かしながら、持続可能なまちづくりを進め、「市民の力で未来を拓く希

望のまち」をつくります。 

 

５．まちづくりの目標 

将来都市像を実現するため、４つのまちづくりの目標を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを進め

ます。 

 

（１）いのちを大切にする小田原 

地域での支えあいを大切に育て、地域医療体制の充実を図るとともに、福祉と医療が連携した包括的

なケア体制をつくることにより、生涯を通じ安心していきいきと暮らすことのできるまちを目指します。

また、子どもを産み育てる環境をしっかりと整え、未来を担う子どもたちが地域で見守られながら健や

かに成長できるまちを目指します。 



 18 

 

（２）希望と活力あふれる小田原 

恵まれた自然環境を生かした農林水産業や、優れた技術を誇るものづくり産業を地域全体で支え、歴

史と文化のなかで育まれた多様かつ活発な市民活動を支援します。そうした営みが形づくる魅力を市内

外に発信することで、多くの交流人口を獲得するとともに、地域に根ざした経済が循環する活気に満ち

たまちを目指します。 

 

（３）豊かな生活基盤のある小田原 

市民生活を豊かに包む小田原の自然を守り育てることにより、生活環境に潤いと安らぎのあふれるま

ちを目指します。また、交通の結節点、観光振興の拠点、県西地域の商業拠点、神奈川県の西の玄関口

としての都市機能と利便性を高めるとともに、歴史的景観に配慮した風格のあるまちを目指します。 

 

（４）市民が主役の小田原 

市民の基礎生活圏である地域コミュニティを基本として、地域の課題を地域自らが解決できるような

市民の力や地域の力を醸成していきます。そして、市民と行政との信頼関係に基づいた協働型のまちづ

くりや地域運営、開かれた行財政運営を進めることで、市民の考えや願いがしっかりと市政運営に反映

されるまちを目指します。 
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第２章 まちづくりの目標と政策の方向 

 
１ いのちを大切にする小田原 

（１）福祉・医療 

福祉施設や医療機関などの包括的なネットワークを構築し、地域医療や地域福祉を充実させることに

より、市民が優しさに支えられながら元気で暮らせるまちをつくります。 

 

（２）暮らしと防災・防犯 

地震や火災などに強い安心して暮らせるまちをつくります。また、地域のつながりにより、災害時の

被害が軽減されるとともに、犯罪が未然に防止され、安全に安心して暮らせるまちをつくります。 

 

（３）子育て・教育 

子育てに関するネットワークづくりや相談体制の強化など、子育て支援の取組をいっそう充実させま

す。また、子どもたちが心豊かに学ぶことができる教育環境を整えます。そして、地域が一体となって

子育てに関わることで、安心して子どもを産み育てることができるまちをつくります。 

 

２ 希望と活力あふれる小田原 

（１）地域経済 

温暖な気候、肥よくな大地、豊かな水資源の恵みを生かした農林水産業の振興を図ります。また、歴

史･文化の蓄積による特色ある資源や優れたものづくりの技術、さらには交通至便性の高い立地条件など

を最大限に生かした産業振興を図り、多くの人が訪れる活力あるまちをつくります。 

 

（２）歴史・文化 

歴史や風土に培われながら継承されてきた史跡や伝統行事など多彩な歴史文化資産を小田原の貴重な

財産として未来に引き継ぎます。また、郷土への愛着や誇りを育む市民の創造的な文化活動が活発化す

ることで、さまざまな交流が生まれるまちをつくります。 

 

３ 豊かな生活基盤のある小田原 

（１）自然環境 

暮らしに潤いと安らぎを与えてくれる豊かな自然環境を生活のなかで守り育てることにより、自然環

境と人の営みが共生するまちをつくります。 

 

（２）都市基盤 

さまざまな交流を生み出し、産業が活性化するための都市基盤を整え、魅力的な都市空間を形成しま

す。また、既存インフラを有効活用するとともに、市民生活を支えるライフラインを維持・強化するこ

とにより良好な市街地整備を進め、住む人にとっても、訪れる人にとっても快適で機能的なまちをつく

ります。 
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４ 市民が主役の小田原 

（１）市民自治・地域経営 

「自分たちのまちは自分たちでつくる」という気運を高め、市民と行政とが情報を共有しながらそれ

ぞれの役割に応じた取組を進めることで、市民の力や地域の力が十分発揮できる質の高いまちをつくり

ます。 
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基本計画 
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序 章 
 

１．計画の目的 

後期基本計画は、基本構想で示した本市の将来都市像を実現するため、基本理念を踏まえてまちづく

りの目標と政策の方向に基づき、基本構想期間の後期分となる６年間で行う施策を体系的に整理し、方向

性を示すものです。 

 

２．計画の構成 

後期基本計画は、重点テーマ・プロジェクト、施策及び詳細施策により構成し、各種の個別計画との

連動を図ります。 

 

３．計画期間 

基本構想の後期分となる６年間の計画とするもので、計画期間は平成29年度（2017年度）から平成34

年度（2022年度）までとします。 
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第１章 重点テーマ・プロジェクト 

重点テーマ・プロジェクトは、「いのちを大切にする小田原」「希望と活力あふれる小田原」「豊かな

生活基盤のある小田原」「市民が主役の小田原」という４つのまちづくりの目標のもと、計画の視点で示

した、直面する当座の課題解決にとどまらない、持続可能な地域社会モデルの実現するために、９つの重

点テーマと取組の方向性を示します。そして、基本計画を先導する重点的な取組として、庁内部局の横断

的かつ市民・民間との連携によるプロジェクトを位置付け、後期基本計画の推進を図ります。 

 

１．重点テーマと取組の方向性 

 

（１）豊かな自然や環境の保全・充実 

暮らし・子育て・地域経済・エネルギーなどの様々な営みにおいて、最も基礎的な社会共通資本で

ある豊かな自然と環境を、しっかりと保全し磨き上げ、より豊かな状態で次世代へと受け継ぐため、

多様な主体が連携しての様々な取り組みを強化し、「いのちを守り育てる地域自給圏」を引き続き目

指します。 

 

（２）課題山積の時代を担う人づくり 

問題解決能力の高い地域を共に創っていくには、子どもからシニアまでの様々な世代の人たちが、

これまで以上に知恵を絞り、力を発揮し、相互に連携しながら、役割を果たしていくことが必要です。

様々な取り組みを通じ、次代を担う人づくり・「人への投資」を進めます。 

 

（３）地域コミュニティモデルの進化 

   26地区自治会連合会で進められてきた地域まちづくりの成果を礎とし、先進事例にも学びつつ、地

域コミュニティとして取り組むべき課題領域、備えるべき機能、果たしうる役割、必要な態勢、財源、

拠点、行政との連携などについて、目指すべき地域コミュニティ像への歩みを更に進めます。 

 

（４）いのちを育て・守り・支える 

   妊産婦の健康づくり、分娩施設や小児医療の確保・充実、待機児童対策、各種子育て支援、子ども

の体力増進、スポーツや食育を通じた健康づくり、障がい者へのサポート、かかりつけ医から高度急

性期医療までの充実、地域で安心して暮らせるケアの態勢づくりなど、目指すべき地域社会モデルの

中軸となる「いのちを育て・守り・支える」態勢の更なる強化に取り組みます。 

 

（５）「分かち合いの社会」の創造 

   課題山積の時代を乗り越えて行くには、まちづくりを共に進める歓びや楽しみ、苦労や負担も皆で

共有し担い合う「分かち合いの社会」を築くことが不可欠です。これまで育ててきた様々な「協働」

をより一層充実させ担い手を幅広く育てると共に、公共サービスの維持や充実に係る「受益と負担」

の適正な在り方を見出し、市全体としての持続可能性の確保を目指します。 

 

（６）「観光」による地域経済活性化 

   歴史・自然・文化・産業などの豊富な地域資源、交通の至便性など、小田原のもつ豊かな可能性や

価値を、「観光」の切り口から改めて具体化し、多くのお客様を迎えることのできるまちづくりと、そ
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の推進態勢の整備に集中的に取り組みます。それにより、小田原の魅力の発信強化、交流人口の大幅

増加、消費の裾野拡大、定住人口の獲得へと繋げ、地域経済全体の活性化を進めます。 

 

（７）重要なまちづくり案件の適切な実現 

   規模の大きな土地利用・再開発・施設整備などの案件について、全市的なまちづくりの方針との整

合性や財政負担に配慮した上で、地域経済活性化や市民便益向上、まちの魅力向上に繋げると共に、

民間の力が最大限発揮されるよう、調整と推進を行います。 

 

（８）インフラ・公共施設の維持と再配置 

   老朽化の進む上下水道・道路・橋りょうなどの社会インフラは、各種計画に基づき着実に修繕・更

新を進め、市民生活の基盤を維持します。また、斎場とゴミ焼却施設の更新や改修に取り掛かるほか、

市立病院や水産市場なども建て替えを視野に検討を進めます。学校などの教育施設、老朽化した各支

所や消防署所についても、維持修繕や再配置などの構想づくりや整備を進めます。 

 

（９）基礎自治体としてのあり方の見極め 

   県西地域 2市 8町において中心的な役割を担ってきた小田原市と南足柄市の協同で、中心市の機能

強化に向け、合併や中核市移行について検討を始めるほか、広域連携の更なる強化に向け、協議を始

めます。この地域圏の未来を担いうる権能を備えた基礎自治体への進化を目指し、研究と協議を進め

ます。 

 

※ 現時点では、重点テーマと取組の方向性を掲載しています。今後の策定作業を踏まえ、重点プロジェ

クトを加筆していく予定です。 
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第２章 施策の展開 
 

  まちづくりの目標  １ いのちを大切にする小田原  

７ 共生社会の実現 ① 人権施策の推進 

② 男女共同参画社会の実現 

③ 平和施策の推進 

④ 多文化共生の推進 

 

９ 消防・救急体制の充実 ① 消防組織体制の強化 

② 災害対応力の充実と強化 

③ 火災予防の推進 

10 安全・安心の地域づくり 

 

① 地域防犯活動の充実 

② 交通安全活動の充実 

③ 暮らしの相談の充実 

④ 空家問題の対策 

暮らしと防災・防犯 

１ 地域福祉の推進 

２ 高齢者福祉の充実 

① ケアタウン構想の推進 

② 地域福祉活動の充実 

③ セーフティネットの充実 

① 高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進 

② 地域における高齢者支援体制の強化 

③ 保険給付事業の円滑な運営 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営 

３ 障がい者福祉の充実 

５ 地域医療体制の充実 ① 地域医療連携の推進 

② 救急医療の充実 

③ 人材育成の支援 

④ 広域医療圏としての役割分担や機能連携の推進 

① 相談の場や情報提供の充実 

② 障害者の権利擁護の推進 

③ 暮らしを支える福祉サービスの充実 

④ 就労と社会参加の促進 

4 健康づくりの推進 ① 保健予防の充実 

② 地域ぐるみの健康づくりの支援 

③ 食育の推進 

福祉・医療 

（政策分野） 

（施策） （詳細施策） 

６ 市立病院の機能拡充と健全経営 ① 医師・看護師・医療技術職員の確保 

② 高度医療・急性期医療の充実 

③ 産科・小児科医療の確保・充実 

④ 経営の効率化 

⑤ 病院の再整備の推進 

８ 災害に強いまちづくり ① 災害時即応体制の強化 

② 地域防災力の強化 

③ 災害被害軽減化の推進 

④ 危機管理体制の強化 
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11 子育て環境の充実 ① 子育て家庭への支援の充実 

② 子育て支援拠点の充実 

③ 幼児期の教育・保育環境の整備 

④ 母子保健・医療費助成の充実 

⑤ 発達に課題のある子どもへの支援 

 

12 青少年育成の推進 ① スクールコミュニティの形成 

② 青少年育成指導者層の形成 

③ 体験・交流学習の充実 

④ 若者の自立支援の充実 

13 学校教育の充実 ① 社会を生き抜く力を育む教育活動の推進 

② 小田原の地ならではの教育スタイルの推進 

③ 地域とともにある学校づくりの推進 

④ きめ細かな教育体制の強化 

⑤ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

子育て・教育 
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  まちづくりの目標  ２ 希望と活力あふれる小田原  

20 歴史資産の保存と活用 ① 史跡小田原城跡などの整備 

② 文化財の保存と活用 

③ 博物館構想の推進 

④ 歴史都市としてのまちづくりの推進 

21 文化・芸術の振興 ① 市民文化創造の支援 

② 芸術文化創造拠点の整備 

③ 小田原ゆかりの文化の保存と活用 

④ 文化交流の推進 

22 生涯学習の振興 ① 多様な学習の機会と情報の提供 

② 郷土についての学びの推進 

③ 学んだ成果を生かす環境づくり 

④ 図書館の機能と役割の充実 

歴史・文化 

23 生涯スポーツの振興 ① 身近にスポーツを楽しむ暮らしの実現 

② 地域でのスポーツ活動の支援 

③ スポーツ活動を支える環境づくり 

14 産業振興と就労環境の整備 

16 商業の振興 

① 働きやすい環境づくり 

② 中小企業の経営支援 

③ 起業家の支援 

④ 多様な企業誘致と操業支援 

① 暮らしを支える商店街の再生 

② 農林水産業と連動した商業振興 

③ 中心市街地のにぎわいづくり 

④ まちづくりと連動した商業振興 

17 観光まちづくりの推進 

19 水産業の振興 ① 漁港・漁場の整備 

② 水産物の高付加価値化と担い手支援 

③ 魚の消費拡大に向けた流通支援 

④ 交流による小田原漁港周辺の活性化支援 

① 観光推進体制の強化 

② 観光インフラ・コンテンツの充実化 

③ まち歩き観光の推進 

④ 外国人来訪者の受入環境の整備 

⑤ 小田原城址公園の環境づくり 

18 農林業の振興 ① 多様な営農形態への支援と担い手の確保 

② 生産基盤の強化と農地の維持・保全 

③ 安全・安心な農作物の安定供給 

④ 林業・木材産業の振興 

⑤ 都市農業の推進 

地域経済 

（政策分野） 

（施策） （詳細施策） 

15 小田原ならではのものづくりの振興 ① 伝統的な地場産業の支援と育成 

② 高技術・高品質のものづくりの PR促進 

③ 新たなブランドの育成 
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  まちづくりの目標  ３ 豊かな生活基盤のある小田原 

  

24 環境再生・保全活動の推進 

25 廃棄物の減量化・資源化の推進 

① 森里川海オールインワンの環境先進都市としての

地域ブランドの確立 

② 地域の環境再生・保全活動の推進 

③ 環境学習・環境配慮行動の推進 

④ エネルギーの地域自給に向けた取組の推進 

① ごみの減量化の推進 

② 資源化の推進 

③ ごみの適正処理 

26 良好な生活環境の保全と形成 ① 協働による美化の推進 

② 良好な衛生環境の保持 

③ 斎場の整備 

27 自然環境の保全と再生 ① 森林の再生 

② 里山の再生と整備 

③ 水辺環境の整備促進 

④ 生態系の維持保全 

自然環境 

（政策分野） 

（施策） （詳細施策） 

28 快適で魅力ある生活空間づくり ① 計画的な土地利用の推進 

② 景観形成の促進 

③ 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり 

④ 快適に暮らせる住環境の形成 

⑤ 緑化の推進と公園の整備・管理 

29 安全で円滑な地域交通の充実 ① 誰もが移動しやすい交通環境づくり 

② 円滑な道路交通の確保 

③ 安全な生活道路の整備と維持管理 

30 安定した水供給と適正な下水処理 ① 安心でおいしい水道水の安定供給 

② 計画的で効率的な下水道の整備 

③ 災害対策の推進 

④ 健全経営の維持 

都市基盤 
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  まちづくりの目標  ４ 市民が主役の小田原 

  
31 協働による地域経営 

33 情報共有の推進 

① 市民参画の仕組みの拡充 

② 地域資源を生かした協働の推進 

③ 地域コミュニティの強化 

④ 地域別計画の促進 

① 情報の発信と提供 

② 広聴の充実 

③ 都市セールスの充実 

34 自立した行財政運営の推進 ① 行財政改革の推進 

② 公共施設の最適化 

③ 規律ある財政運営 

④ 競輪事業の今後に向けた検討の本格化 

⑤ 地方分権時代における行政機能強化 

市民自治・地域経営 

35 自ら考え行動する市職員の育成 ① 人材の確保 

② 人材の育成 

③ 人材の活用 

（政策分野） 

（施策） （詳細施策） 

32 市民活動の促進 ① 市民活動の支援 

② 協働事業の実施 

36 広域行政の推進 ① 県西地域における中心市のあり方の検討 

② 県西地域 2市 8町における広域連携の推進 

③ 多様な枠組みによる自治体間連携の推進 
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１．いのちを大切にする小田原 

 

（１） 福祉・医療 

（２） 暮らしと防災・防犯 

（３） 子育て・教育 
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 １ 地域福祉の推進 

 

【目指す姿】 

地域での助けあいやセーフティネットに支えられ、誰もがいきいきと安心して暮らしています。 

 

【現況と課題】 

 公的な福祉サービスは分野ごとに整備されてきましたが、分野を横断して対応を必要とする事例が増加し

ています。また、少子高齢化や核家族化、人と人とのつながりの希薄化が進むなか、家族や地域の支え

あいも脆弱化しています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、お互いに支えあう新

たな仕組みづくりが必要です。 

 利用者が必要とするサービスを受けるためには、分かりやすい情報提供や身近な相談体制の充実が必

要です。既に専門の相談拠点などが整備されていますが、更に身近な場所で気軽に相談ができるような

地域の拠点や機能も求められています。 

 民生委員児童委員や社会福祉協議会などが中心となり、多様な地域福祉活動が行われていますが、地

域での福祉ニーズを受け止め、福祉サービスや関係機関へとつなげる調整機能を持った新たな担い手の

育成が必要です。 

 社会保障制度を適正に運用していますが、厳しい経済情勢が続くなか、誰もが安心して暮らしていくため

には、セーフティネットの更なる充実が求められています。 

 

【基本方針】 

制度的な枠組みを越え、地域、行政、事業者、ボランティアなどが連携し、地域全体で支えあうまちケアタウン

づくりを進めます。また、安定した暮らしと健康を支える社会保障制度の適正な運用と充実を図ります。 

 

【詳細施策】 

①ケアタウン構想の推進 

地域福祉の増進を図るため、高齢者、障がい者、子育て家庭など、支援を必要とする方々に対して、市民、事

業者、行政などが一体となって支える仕組みづくりを推進します。 

 

②地域福祉活動の充実 

ケアタウン構想に基づき、地域福祉活動への参加や、高齢者や障がい者との日常的な交流を通じて、地域福

祉の新たな担い手を育成する取組を進めます。また、地域福祉活動の支援を通じて、多様な主体の自律的な

活動や支え合いの体制づくりを促します。 

 

③セーフティネットの充実 

年金、医療制度の適正な運営に努めるとともに、生活困窮者の暮らしの安定と自立を支援します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① ケアタウン推進事業取組地区数 地区 
15地区 

（平成 26年度末) 

26地区 

(平成 34年度) 

指標② 
就労支援事業対象者における就労

決定率 
％ 

43％ 

（平成 27年度） 

60％ 

（平成 34年度） 

指標③ 
生活保護世帯における中学 3年生

の高等学校進学率 
％ 

87％ 

(平成 27年度) 

100％ 

(平成 34年度) 

いのちを大切にする小田原 

福祉・医療 
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２ 高齢者福祉の充実 

 

【目指す姿】 

生きがいを持った元気な高齢者が地域に活力をもたらしています。 

介護や支援が必要となった高齢者も、住み慣れた地域で安心して暮らしています。 
 

【現況と課題】 

 高齢者人口は増加しており、平成25年に高齢化率が25％を超え、市民の4人に1人が高齢者という状況に

なりました。今後もこの傾向は続き、平成37（2025）年度には、高齢者人口は56,500人に達し、高齢化率が

30％を超える見通しです。また、要支援・要介護認定者数も増加が見込まれ、平成37年度には11,800人を

超える見通しです。これに伴い、扶助費も一貫して増加傾向にあります。 

 高齢者人口が増える中、自立した高齢者も増えています。これからの高齢者像は、見守り支えられる存在

としてだけではなく、活力ある社会を創り出す存在として捉えられており、高齢者が地域社会の中で積極

的な役割を果たせるよう、高齢者の豊富な経験や知識を生産的な活動につなげてくことが重要です。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体

的に提供される地域包括ケアシステムの実現が求められています。そのためには、医療・介護連携を進

めることは不可欠であり、今後は、認知症高齢者や高齢世帯の増加も踏まえ、生活支援サービスを切れ

目なく継続的に提供していく必要があります。 

 介護や支援が必要な方に対しては、状態に応じた適切な介護保険サービスを提供できるよう、円滑な運

営を図ることが必要です。 
 

【基本方針】 

高齢者の生きがいづくりや社会参加を支援します。また、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう介護福祉サ

ービスの充実を図るとともに、高齢者を地域全体で支える体制づくりを進めます。 
 

【詳細施策】 

①高齢者がいきいきと活動できる環境づくりの促進 

プロダクティブ・エイジングの視点で、高齢者が自らの能力を発揮し、社会の活力を支える存在として、いきい

きと活動できるよう、ソフト・ハードの両面から支援します。 
 

②地域における高齢者支援体制の強化 

地域包括支援センターの拠点整備や、在宅医療と介護の一体的提供に向けた関係者の連携を進め、認知症

をはじめとする要介護高齢者を地域全体で支える体制(地域包括ケア)の強化を図ります。 
 

③保険給付事業の円滑な運営 

高齢者が要介護状態になっても、その有する能力に応じ、安心して自立した日常生活を営むことができるよう、

介護保険事業計画に基づき、保険給付事業を円滑に運営します。 
 

④介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営 

高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、地域の実情や高齢者の状態に応じた介護予防

の取り組みを進めます。また、介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、要支援者などに対する効果

的かつ効率的な支援を図ります。 
 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
アクティブシニア応援ポイント事業

年間延べ参加人数 
人 

2,407人 

(平成 27年度) 

6,000人 

(平成 34年度) 

指標② 地域ケア会議開催回数 回数 
19回 

(平成 27年度) 

73回 

(平成 34年度) 

指標③ 基準緩和型サービス（※）利用者数 人 
0人 

(平成 27年度) 

380人 

(平成 34年度) 

※介護予防・日常生活支援総合事業における市独自の訪問型サービスと通所型サービス。身体介護や送迎

を行わず、市指定研修修了者が提供することもできる。 

いのちを大切にする小田原 

福祉・医療 
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３ 障がい者福祉の充実 

 

【目指す姿】 
企業や地域社会が障がい者の就労や社会参加を当たり前のこととして受け入れています。 
障がい者が地域社会の一員として生きがいを持ち、必要とする支援を選択して、安心して暮らしています。 

 
【現況と課題】 

 本市の障がい者数は、身体、知的、精神のいずれの障がい区分においても増加傾向にあります。また、
障がい者本人や家族の高齢化も進んでおり、障がい者を地域で支える体制や仕組みづくりが必要です。 

 障害者差別解消法が施行され、これまで以上に障がい者の個人ごとの特性に応じた対応が必要とされま
す。また、障がいのある人も、ない人も共に生きる社会こそが当たり前の社会であるというノーマライゼー
ションの理念を誰もが理解し、行動していくことが重要です。 

 障害福祉サービスの制度は、障がい者自らがサービスを選択し決定する制度となっています。さらに、入
所施設などでの生活から、地域での自立した生活を目指す方向に変わってきていることから、障がい者が
地域で安定した生活を続けていくためには、安心して、情報を受けたり、相談できる場を充実させることが
重要です。 

 障がい者が地域で安心して暮らし続けるためには、住まいの確保や生活を支えるサービスの充実が必要
です。また、大規模災害発生時に障がい者の特性に応じた支援ができるようその仕組みづくりが必要で
す。 

 障がい者は就職や就労の継続が困難な場合が多く、適切な訓練の機会やアドバイスの提供、企業などに
対しての障がい者雇用の推奨や啓発を行うことが必要です。また、地域活動や文化活動などさまざまな活
動への参加などにより、障がい者も地域の一員として生きがいを持つことができるような社会づくりに取り
組むことが必要です。 

 
【基本方針】 
障害者差別解消法に係る取組みを推進するほか、企業や地域全体にノーマライゼーションの理念を啓発しま
す。また、障がい者の暮らしを支えるサービスや支援を実施するとともに、就労や社会参加の促進など障がい
者を地域で支える環境を整えます。 

 
【詳細施策】 
①相談の場や情報提供の充実 

障がい者の地域での自立した生活を支える身近な相談の場や情報提供の充実を図ります。 

 
②障がい者の権利擁護の推進 

障害者差別解消法に係る取組みを推進するほか、障がいの特性や心のバリアフリーの啓発を行います。特に、
子どもの段階から障がいは特別なものではないという意識づくりを進めます。 

 
③暮らしを支える福祉サービスの充実 

障がい者の住まいの確保や暮らしを支えるサービスの充実を図ります。また、地域全体で障がい者を支える
体制や仕組みづくりを進めます。 

 

④就労と社会参加の促進 

地域の事業所や各種団体と連携し、障がい者の職場実習や就労の機会の拡大を図るとともに、障がい者の
社会参加が進むよう支援します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
障がい者就業・生活支援センター
を通じて一般就労した人数 

人 
31人 

（平成 27年度） 
40人 

（平成 34年度） 

指標② 障がい者事業所などへの発注額 円 
1,563,239円 

（平成 27年度） 
3,000,000円 

（平成 34年度） 

 
 
 
 
 

いのちを大切にする小田原 
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４ 健康づくりの推進 

 
 
 

【目指す姿】 

市民一人ひとりが、健康への自覚と認識を深め、生涯にわたって元気に暮らしています。 

 

【現況と課題】 

 近年の心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の増加を受け、平成20年度から特定健診・特定保

健指導が始まりましたが、この受診率を上げる取組が必要です。また、がんによる死亡者数は増加傾向

にあり、がん検診の受診率を上げる取組も必要です。 

 社会経済情勢の変化に伴い、自殺者やうつ症状の人が増加していることから、地域が一丸となっていの

ちを守るための取組を充実させていくことが必要です。 

 近年、食の安全・安心や生活習慣病の未然防止など、食への関心が高まっています。健康づくりを進める

ためには、望ましい食生活や適度な運動習慣を身につけるなど個人の努力が重要です。あわせて、食育

の推進や地域ぐるみの健康づくりが求められています。 

 高齢化に伴い、医療費が一貫して増加傾向にあります。市民一人ひとりが、生活習慣病などの予防のた

めの行動ができるよう、健康づくりに関する知識を習得する機会の充実や情報の周知が必要です。 

 

【基本方針】 

自分の健康は自分で守るという健康意識を高め、市民一人ひとりの心身の健康づくりを支援します。また、生

涯を通じた総合的な保健・疾病予防対策を進めます。 

 

【詳細施策】 

①保健予防の充実 

健康教育や個別相談を通じて、市民一人ひとりの心身の健康づくりを支援します。また、生活習慣病などの早

期発見と早期指導に向け、特定健診・特定保健指導やがん検診の受診を促します。さらに、さまざまな感染症

の知識の普及啓発に努めるとともに、予防接種を推進します。 

 

②地域ぐるみの健康づくりの支援 

地域ぐるみの健康づくりを支援します。また、健康づくりに関する情報を広く提供し、市民の健康意識の向上を

促します。 

 

③食育の推進 

家庭や地域、学校などにおいて、ライフステージ(※)に応じた「食」に関する正しい知識や判断力を身につけ、

健全な食生活を実践し、健康増進を図る取組を進めます。 

 

※子ども世代、生産年齢世代、シニア世代。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 大腸がん検診受診率 ％ 
27.2％ 

（平成 27年度） 

50％ 

(平成 34年度) 

指標② 脳血管疾患死亡率 人口 10万対 

市 100.4 

全国 91.1 

（平成 26年度） 

目標年の国レベル

まで低下させる 

指標③ 
栄養のバランスを考えて食事をと

る市民の割合 
％ 

54.5％ 

（平成 28年度） 

75.0％ 

（平成 34年度） 

いのちを大切にする小田原 
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５ 地域医療体制の充実 

 

【目指す姿】 

市民がかかりつけ医を持ち、医療機関の適正な利用が図られています。 

医療ニーズに応じて、誰もがいつでも適切な医療を受けることができます。 

 

【現況と課題】 

 高齢化や核家族化、あるいはライフスタイルの変化に伴い、夜間受診の増加や軽症患者であっても大き

な病院へと集中する傾向があり、休日・夜間急患診療所や広域二次病院群輪番制当番病院における医

師の負担が増大しています。 

 救急医療を安定的に維持するため、また、安心して在宅医療が受けられるためには、かかりつけ医を普

及させ、かかりつけ医と専門的な機能を持つ病院との役割分担と連携を進めることが必要です。 

 初期救急医療は休日・夜間急患診療所が対応し、二次救急医療は広域二次病院群輪番制により対応し

ています。三次救急医療は、市立病院救命救急センターが東海大学医学部付属病院高度救命救急セン

ターと連携して対応しています。また、救急車による搬送が困難な場合はドクターヘリにより搬送していま

す。 

 高齢者のみの世帯の増加や診療報酬体系下における入院期間の短期化などにより、在宅医療のニーズ

はますます増大すると予測されます。 

  

【基本方針】 

医療機関の役割分担と連携を進めるとともに、医療に携わる人材の育成を支援し、地域医療体制の充実を図

ります。 

 

【詳細施策】 

①地域医療連携の推進 

医療機関の役割分担と連携を進め、市民が身近な地域で安心して医療を受けられるよう地域医療連携を進め

ます。また、医療や疾病に関する情報提供や医療相談窓口機能の充実を図るとともに、かかりつけ医の普及

に努め、適正な受診を促します。 

 

②救急医療の充実 

休日・夜間急患診療所による初期救急医療の提供や、広域二次病院群輪番制を維持するとともに、市立病院

による急性期医療と後方支援体制との連携を図り、救急医療を充実させます。 

 

③人材育成の支援 

保健・医療・福祉ニーズの多様化、高度化に対応するため、地域医療サービスを担う質の高い看護職などの

育成を支援します。 

 

④広域医療圏としての役割分担や機能連携の推進 

地域医療を広域で支えることで、良質かつ適切な医療が安定して提供できる仕組みについて検討します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 休日・夜間急患診療の受診患者 人 
14,461人 

（平成 26年度） 

15,000人 

（平成 34年度） 

指標② 小田原高等看護専門学校卒業生数 人 
38人 

（平成 26年度） 

40人 

（平成 34年度） 
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６ 市立病院の機能拡充と健全経営 

 

【目指す姿】 

高度で専門的な医療を安定的に提供することで地域医療を支え、市民の安心感を高めています。 

 

【現況と課題】 

 市立病院は、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域医療

支援病院などの指定を受け、県西地域における基幹病院として高度で専門的な医療を提供しています。 

 全国的な医師不足などの影響で、一部診療科では休診や診療制限を余儀なくされており、更なる医師の

確保が求められています。また、高度医療への取組や患者の高齢化などにより看護師や医療技術職員

の充実が求められています。 

 安心して子どもを産み育てられる環境を守るため、産科、小児科の機能の確保や充実が求められていま

す。 

 良質な医療の提供とあわせて経営の改善を図り、効率的で安定した病院経営に取り組むことが必要で

す。 

 現在の市立病院の建物や設備は老朽化が目立つほか、施設の狭隘化が進んでおり、医療環境の変化や

医療ニーズに対応することが困難になりつつあります。今後も、地域の基幹病院にふさわしい医療を提供

していくために、施設の再整備が必要です。 

 

【基本方針】 

県西地域の基幹病院としての急性期医療及び高度医療を充実させます。また、病院の健全経営に努めます。 

 

【詳細施策】 

①医師・看護師・医療技術職員の確保 

医師、看護師、医療技術職員の勤務環境の整備や看護師等奨学金制度の充実、看護学校などとの連携によ

り、高度医療や急性期医療を担う医療スタッフの確保と育成に努めます。 

 

②高度医療・急性期医療の充実 

高度医療・急性期医療を担う基幹病院として救命救急センターや集中治療室を充実させるとともに、地域医療

機関との機能分担と連携体制を強化します。また、高度医療機器の更新や導入、施設の整備などにより、高

度で良質な医療を提供します。 

 

③産科・小児科医療の確保と充実 

全国的に不足が心配される産科、小児科医師の確保に努め、安定的な周産期医療を提供します。 

 

④経営の効率化 

院内の情報システムの管理運用を通じて、医療の質や患者サービスの向上を図るとともに、経営の分析・効

率化を進めます。 

 

⑤病院の再整備の推進 

医療環境の変化や医療ニーズに対応して、市立病院に求められる医療を適切に提供していくため、施設の再

整備に向けた取組を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 地域基幹病院としての機能維持 指定・承認 

5指定・承認 

(災害拠点病院、地域周産期母子医療セ

ンター、地域がん診療連携拠点病院、

地域医療支援病院、救命救急センター) 

(平成 27年度) 

5指定・承認 

(災害拠点病院、地域周産期母子医療セ

ンター、地域がん診療連携拠点病院、

地域医療支援病院、救命救急センター) 

(平成 34年度) 

指標② 
厚生労働省の救命救急センター充

実段階評価 
評価 

Ａ 

(平成 25年度末) 

Ａ 

(平成 34年度) 

指標③ 経常収支比率 ％ 
98％ 

(平成 27年度) 

100％ 

(平成 34年度) 
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７ 共生社会の実現 

 

【目指す姿】 

誰もが尊重しあい、それぞれの多様性を認めあいながら、共にいきいきと暮らしています。 

 

【現況と課題】 

 近年、人権問題は、いじめや各種ハラスメント、ドメスティックバイオレンスなど、多様化、複雑化しており、

人権教育や啓発に積極的に取り組むことが必要です。 

 性別にとらわれることなく、誰もがその個性と能力が十分に発揮できる社会を目指し、世代を問わず広く意

識啓発に取り組むとともに、女性の職業生活における活躍や男性の育児・介護への参画推進といった、ワ

ーク・ライフ・バランスを進める取組が必要です。 

 本市は、美しい地球と人類の輝かしい未来を守り、恒久平和を実現するため、平成5年に小田原市平和都

市宣言を行いました。戦争体験者が高齢化する中、今後も戦争の記憶と平和の大切さを次世代に伝え、

平和都市宣言の意思をつなげていくことが必要です。 

 地域に住む外国人が、言葉や文化の違いから、日常生活を送る上で支障が生じることのないよう支援を

行うとともに、国籍などを問わず、個人としてそれぞれを認め合い尊重し合える社会の実現を目指し、意識

啓発などを行っていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

すべての人が、互いの文化や人権を尊重し、認めあい、共に生きていく平和な地域社会を実現するための取

組を進めます。 

 

【詳細施策】 

①人権施策の推進 

多様化、複雑化する人権の課題について正しい理解を深め、互いの人権を尊重しあえるよう意識啓発や人権

教育を行います。 

 

②男女共同参画社会の実現 

男女が性別に関わらず自立した個人として尊重され、個人の能力を十分に発揮できる社会を実現する意識づ

くりと環境づくりを進めます。家庭・地域活動と仕事の両立ができるよう育児・介護の支援体制の充実と環境の

整備を図るとともに、女性の就労支援や、男性に対する家庭・地域への参画支援により、ワーク・ライフ・バラン

スの実現を目指します。 

 

③平和施策の推進 

平和都市宣言の理念の実現に向けて、平和施策を進め、市民の平和に対する意識を高めます。 

 

④多文化共生の推進 

外国籍住民及び外国につながる方々が日常の生活を円滑に送れるよう支援を行うとともに、共に地域の一員

として暮らしていく社会をつくるため、相互理解を深めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 審議会などへの女性参画率 ％ 
28.1％ 

(平成 27年度) 

40％以上 60％未満 

(平成 34年度) 

指標② 
多言語対応している市発行印刷

物数 
種類 

10種類 

(平成 28年度) 

13種類 

(平成 34年度) 
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８ 災害に強いまちづくり 

 

【目指す姿】 

住宅や公共施設の耐震化が進み、災害による被害が最小限に抑えられています。 

あらゆる危機に迅速に対応できるような市民と行政、または市民同士の協力体制が確立されています。 

 

【現況と課題】 

 本市では、神奈川県西部地震をはじめ、東海地震や大正型関東地震など、大地震による甚大な被害が起

こることが想定されています。また、激しい気候変動がもたらす台風や集中豪雨により、洪水や土砂災害

の危険性が増しています。 

 災害に強いまちづくりを進めるためには、建築物の耐震化や河川改修、河川管理施設の長寿命化・老朽

化対策、急傾斜地の崩壊対策など、災害被害を軽減化する災害予防対策と、関係機関や近隣市町との連

携による災害発生時の迅速で的確な災害応急対策が必要です。消防法に違反している事業所などに対し

て、是正を促すための立入検査の充実と強化が必要です。 

 本市では、自治会ごとに自主防災組織があり、防災リーダーが配置されています。地域によっては、防災

訓練などの参加者が固定化し、自主防災組織の活動が停滞する傾向が見られるなど、地域における防災

力の強化が課題となっています。 

 

【基本方針】 

東日本大震災や熊本地震の教訓を生かし、防災関係機関、近隣市町、自主防災組織が共に連携しながら、迅

速かつ計画的な危機管理・災害対策を実施し、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①災害時即応体制の強化 

他市町村で発生した災害の対応や社会情勢の変化に応じて、地域防災計画や防災マニュアルの見直しを進

めます。また、防災情報の受伝達手段の強化、防災資機材の充実を進め、地震や津波、風水害などの災害時

に即応できる体制の強化を図ります。 

 

②地域防災力の強化 

地域、学校、事業所、行政など多様な主体が連携し、市民の防災意識向上を図ります。また、発災直後の非常

時において顔の見える範囲の住民が自主的に協力して行動できる関係を構築します。さらに、実践的な防災

訓練などを通じて自主防災組織の強化を図ります。 

 

③災害被害軽減化の推進 

地震、津波、台風、集中豪雨などによる被害の軽減化に向け、河川改修や土砂災害対策などを行うとともに、

建築物や宅地の耐震化の促進や意識啓発を進めます。また、公共施設や上下水道の耐震化を推進します。 

 

④危機管理体制の強化 

感染症やテロなどさまざまな危機の発生に迅速に対応できるような組織体制の整備を進めます。また、非常

時の相互応援が円滑に進むよう、関係機関などとの連携強化を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
耐震改修促進計画に基づく住宅及び多数

の者が利用する建築物の耐震化率 
％ 

住宅 84.2％  

多数の者が利用する建築物 91.9％ 

(平成 27年度) 

95％以上 

(平成 34年度) 

指標② 防災訓練参加者数 人 
9,597人 

(平成 27年度) 

15,000人 

(平成 34年度) 
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9 消防・救急体制の充実 

 

【目指す姿】 

防火や救命などに関する自助・共助の取組により、火災や救急事故などによる被害が軽減されています。 

 

【現況と課題】 

 少子高齢化の加速化や住民ニーズの多様化、道路など社会基盤整備の進展など、消防を取り巻く環境の

変化に的確に対応するためには、迅速で的確な活動が行える総合的な消防・救急体制の構築が求めら

れています。効率的な組織運営を実現するために計画的な人材の確保及び育成が必要です。 

 消防の広域化により、災害への対応力が強化された一方で、管轄区域の拡大により、多様な自然災害発

生の可能性が増加したことから、更なる消防体制の強化を図るほか、消防団を含めた関係機関との緊密

な連携の確保に努める必要があります。 

 老朽化が著しい消防庁舎や耐震化が未実施の消防庁舎があり、大規模災害時に防災拠点としての機能

が果たせない可能性が非常に高いことから早急に対応する必要があります。 

 高齢化の更なる進展や住民意識の変化に伴い、救急需要が増加し続けることが予想され、地域によって

は、現場到着時間が遅延し、救命率に影響が出ることが危惧されています。 

 火災予防の効果的な推進のためには、消防機関だけではなく、他の行政機関や事業所、地域、更には住

民が、それぞれ自らの責任と役割分担を認識し、相互に協働して総合的な連携を図ることが重要となって

います。 

 

【基本方針】 

消防・救急体制を充実します。また、事業者や地域と連携しながら、市民の防火意識の高揚や救命技術の普

及を図ります。 

 

【詳細施策】 

①消防組織体制の強化 

消防を取り巻く環境や社会情勢の変化へ的確に対応するため、消防署所の再配置などにより消防力を効率・

効果的に配置するほか、高度な教育・訓練などにより消防職員の能力を向上させることで消防組織体制の強

化を図ります。 

 

②災害対応力の充実と強化 

消防の広域化による管轄区域の拡大や災害の複雑化・多様化、救急需要の大幅な増加などに対応するため、

消防車両・装備などの計画的な整備や救急業務の高度化の推進、地域防災の要である消防団の連携などに

より災害対応力の充実と強化を図ります。 

 

③火災予防の推進 

事業所での自主防火体制の確立や、一般家庭への防火対策の指導や広報を行うことにより、事業所や市民と

協調した火災予防意識の高揚を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 消防庁舎の耐震化率 ％ 
73％ 

（平成 28年度） 
100％ 

（平成 34年度） 

指標② 配備救急隊数 隊 
10隊 

(平成 28年度) 
11隊 

(平成 34年度) 

指標③ 住宅用火災警報器の条例適合率 ％ 
50％ 

(平成 27年度) 
80％ 

(平成 34年度) 
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10 安全・安心の地域づくり 

 

【目指す姿】 

防犯活動や交通安全活動を通じた地域の顔の見える関係づくりが、暮らしの安全・安心を支えています。 

 

【現況と課題】 

 多数の自治会や地域の見守り隊、また各地区のまちづくり委員会で、地域防犯活動や児童の見守り活動

などに取り組んでいます。今後も、地域の特色を生かし、地域で活動する多様な主体と連携しながら防犯

や交通安全活動を充実させていくことが必要です。 

 近年、交通事故の発生件数は減少していますが、高齢者や自転車利用者に関係する交通事故の割合

は、横ばいです。 

 小田原駅周辺の放置自転車の移動台数は全体の約50％を占めています。小田原駅周辺に自転車駐車

場を整備し、駅利用者への駐輪対策を進めていますが、新規集客施設などへの自転車駐車場の設置を

働きかけていくことが必要です。 

 消費者トラブルや日常生活における心配ごとなどが多様化、複雑化してきており、啓発活動による被害の

未然防止や、高齢者などを対象とした地域での見守り体制を整え、市民が安心して相談できる環境づくり

が必要です。 

 適正な管理がされていない空家の問題は、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしています。今後も空家

の増加が想定されることから、その活用を含め対策を講じていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

多様な主体が連携し、地域の主体的な防犯活動や交通安全活動の充実を図ります。また、暮らしの相談体制

の充実により、市民のトラブルや悩みの解決を支援します。 

 

【詳細施策】 

①地域防犯活動の充実 

防犯指導員、警察、行政などの連携により、地域の主体的な防犯活動の更なる充実を図ります。 

 

②交通安全活動の充実 

交通事故の多い高齢者や自転車利用者、児童に重点を置いた交通教室や啓発事業を行います。また、自転

車利用者に対する放置防止の指導や啓発も行います。 

 

③暮らしの相談の充実 

消費生活に関する契約のトラブルなどの相談に対して、相談者への助言や事業者とのあっせんなど、問題解

決のための支援を行います。また、消費者被害を未然に防止するため、情報提供や啓発活動を行います。市

民生活全般に関する相談に対して、専門窓口を案内するなどの助言を行います。 

 

④空家問題の対策 

空家等対策計画を策定し、空家などの適正管理や利活用を促進することにより、地域住民の生活環境の保全

を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 犯罪認知件数 件 
1,540件 

(平成 27年) 

900件 

(平成 34年) 

指標② 交通事故件数 件 
813件 

(平成 27年) 

740 件 

(平成 34年) 

指標③ 空家率 ％ 
3.46％ 

(平成 25年) 

3.17％ 

(平成 30年) 

 

いのちを大切にする小田原 
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 11 子育て環境の充実 

 

【目指す姿】 
さまざまなニーズに対応した子育て支援が充実するとともに、子どもたちが地域社会のなかで育まれているこ
とで、地域に笑顔があふれています。 

 

【現況と課題】 

 少子化や核家族化、人と人とのつながりの希薄化により、家庭や地域における子育て力が低下しており、
安心して子どもを産み育て、子育てに喜びを感じることができる環境づくりが必要です。 

 子育て家庭の支援拠点である子育て支援センターは、多くの人に利用されていますが、サービス内容の
いっそうの充実を求める声に対応していくことが必要です。また、行動範囲が制限されがちな子育て世帯
にとっては身近な地域での支援が重要となることから、子育て世帯も含めたより多くの人が関わる地域の
支えあいの仕組みづくりが必要です。 

 乳幼児期の安定した環境下における生育の重要性とその確保において、保護者、保育機関、地域が、そ
れぞれ果たしうる役割などについて広く認識を共有し、啓発を進めていくことが必要です。 

 幼児期は次世代を担う子どもたちの人間形成の基礎を培う時期であり、子育て環境の充実が求められま
す。そして、女性の社会進出や経済情勢などにより保育所への入所希望は増えており、待機児童の解消
を図る取組が求められるとともに、多様な保育サービスや小学校低学年児に対する放課後児童対策が求
められています。 

 安心して子どもを産み、健やかに育てるためには、子どもの発達や育児不安を軽減する支援が重要で
す。また、子育て世帯の経済的負担の軽減が求められています。 

【基本方針】 
妊娠から子育てにいたるさまざまな支援サービスを充実し、家庭や地域社会が共に支えあい、子どもたちが健
やかに成長できる環境づくりを進めます。 

【詳細施策】 
①子育て家庭への支援の充実 

地域のなかで孤立しがちな親がお互いに支えあえるよう、子育て団体などと協働して、子育てコミュニティの形
成や子育てに関する情報提供の充実を図ります。また、ひとり親家庭などへの自立や就労の支援、児童に関
する相談体制の充実など、子育てに困難を抱えている家庭への支援を行います。 
 

②子育て支援拠点の充実 

子育て支援センターの適正な配置と機能の充実を図り、安心して子育てできる環境づくりを進めます。 
 
③幼児期の教育・保育環境の整備 

保育の受け皿の拡充に努めるなど、引き続き待機児童の解消を図る取組を進めます。また、多様なサービス
の充実や施設整備などにより良好な教育・保育の環境づくりを進めます。 
 

④母子保健・医療費助成の充実 

妊娠中から乳幼児期までの一貫した母子保健サービスを提供し、育児支援を行います。また、引き続き中学
校卒業までの医療費助成を行うなど、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。 

 
⑤発達に課題のある子どもへの支援 

障がいや発達に課題のある子どもへの専門的なケアと連携した療育を充実します。また、児童発達支援や放
課後等デイサービスなどの障害児通所給付費などを給付します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 待機児童数 人 
22人 

（平成 28年度） 
0人（※） 

（平成 34年度） 

指標② 乳幼児健康診査の受診率 ％ 
92.9% 

(Ｈ26年度) 
95％  

(Ｈ34年度) 

指標③ 地域子育てひろば参加者数 人 
11,397人 

（平成 26年度） 
11,500人 

（平成 34年度） 

※「子ども・子育て支援事業計画」において、平成 31年度に 0人を目標としている。

いのちを大切にする小田原 
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12 青少年育成の推進 
  
 

 

【目指す姿】 

さまざまな体験などを通して世代を超えた新たなコミュニティが青少年を中心につくられるとともに、地域との

関わりのなかで郷土を愛する心が育まれ、健やかにたくましく成長しています。 

 

【現況と課題】 

 地域コミュニティは、子どもたちの地域の居場所など、子どもたちの人としての学びと健全育成において重

要な役割を担う空間であり環境です。 

 少子化や核家族化、ライフスタイルの変化に伴い、家庭の教育力が低下するとともに、人と人とのつなが

りの希薄化に伴い、地域の教育力も低下するなど、青少年を育てる環境が変化しています。 

 学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たしつつ連携し、大人たちが青少年の成長過程により多く関わ

り、地域ぐるみで青少年の成長を支えていくことが必要です。 

 青少年が豊かな人間性を育み、自立心や創造力を養えるよう、日々の暮らしや地域の営みのなかで、自

然やさまざまな人と関わりながら多様な体験ができる環境づくりが求められています。 

 不登校やいじめ、非行や暴力、ひきこもりなどにより学校や社会になじめなくなった青少年への相談・支援

体制を充実させることが必要です。 

 

【基本方針】 

地域が一体となって青少年育成活動の充実やそれを支える人づくりに取り組み、健やかでたくましい青少年を

育てていきます。 

 

【詳細施策】 

①スクールコミュニティの形成 

地域で子どもたちが安心して集い活動できる居場所をはじめ、放課後児童クラブや放課後子ども教室など、家

庭、学校、地域、行政が連携し、子どもたちの豊かな育ちの空間を形成し地域ぐるみで成長を支えます。 

 

②青少年育成指導者層の形成 

地域の担い手でもある青少年リーダーや指導者を養成するとともに、成長した子どもが担い手となる循環を支

援します。また、青少年育成団体の活動を支援します。 

 

③体験・交流学習の充実 

豊かな自然をはじめとしたさまざまな地域資源を活用しながら、学校や地域が連携した体験・交流学習の機会

を提供します。 

 

④若者の自立支援の充実 

不登校や引きこもり、ニート、非行など社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える若者が自立できるよう、きめ

細やかな相談・指導体制の充実を図るなど、関係機関と連携したさまざまな支援を行います。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
地域の見守り拠点づくり実施地区

数 
地区 

4地区 

(平成 26年度) 

25地区 

(平成 34年度) 

指標② 放課後児童クラブの待機児童数 人 
12人 

(平成 27年度当初) 

0人 

(平成 34年度) 

いのちを大切にする小田原 

子育て・教育 
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13 学校教育の充実 

 

【目指す姿】 
変化の激しい社会を乗り越える「生き抜く力」を身につけた子どもたちが、それぞれの未来を拓くために、たくま
しく生きています。 

 

【現況と課題】 
 子どもたちの「生き抜く力」を育むためには、豊かな心、健やかな体、確かな学力をバランスよく育てること

が必要です。 
 核家族化や少子化の進行、価値観やライフスタイルの多様化などにより、ひととひととのつながりの希薄

化が懸念されます。子どもたちは学校や家庭、地域のなかでさまざまなひとから多くのことを学びながら
成長しており、各学校がそれぞれの特性を生かし、地域ぐるみで子どもたちを見守り、育てていく仕組みを
整えることが必要です。 

 学校施設の老朽化、ＩＣＴ環境の進展など新たな教育ニーズへの対応、地域コミュニティの拠点としての役
割を視野に入れた教育環境の整備が必要です。 

 いじめや不登校などのさまざまな課題の解決を図るには、教職員が自らの力を伸ばすとともに、子どもた
ち一人ひとりを大切にした、きめ細やかな教育を進めることが必要です。 

 

【基本方針】 
生きる土台としての「確かな学力」、様々なひととの関わりや体験活動などを通して得られる「豊かな心」、生涯
を通して運動やスポーツに親しむことができる「健やかな体」の育成に努めます。 

 
【詳細施策】 
①社会を生き抜く力を育む教育活動の推進 

アクティブラーニングなどを通して確かな学力を身につけるとともに、自ら考え判断し、表現する力を育みます。
また、命を尊重し、思いやる心や感動する心など、豊かな人間性を育むとともに、健康づくりや体力づくりを進
め、たくましく社会を生き抜く力を育む教育活動を推進します。 

 
②小田原の地ならではの教育の推進 

ひとや地域が持つ多様性を認め、伸ばし、活かしていくことを大切にし、豊かな歴史・文化・自然に恵まれた小
田原の資源を教育に活かし、小田原の地ならではの教育を推進します。 

 
③地域とともにある学校づくりの推進 

学校・家庭・地域が抱える課題を地域ぐるみで解決し、質の高い学校教育を実現するため、コミュニティ・スク
ールによる学校運営を拡大します。 

 
④きめ細かな教育体制の強化 
ひとそれぞれがもつ個性や多様性を認め、インクルーシブ教育の実現を目指し、児童生徒それぞれの教育ニ
ーズに対応し、自立と社会参加を見据えながら、最適な指導を行うための多様で柔軟な仕組みづくりを進めま
す。また、幼稚園、保育所、小学校、中学校の一層の連携を進めます。 
 

⑤安全・安心で快適な教育環境の整備 
誰もが安全・安心で快適な環境の中で学ぶことができるよう、給食施設を含む学校施設の長寿命化を図るとと
もに、老朽化や新たな教育ニーズへの対応が求められる施設の整備と充実に努めます。また、地域と連携し
た校庭・園庭の芝生の維持管理や更なる芝生化に取り組みます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
国語や算数・数学の授業がわから
ないと感じている児童生徒の割合 

％ 
国語 20％ 

算数・数学 23％ 
(平成 27年度) 

国語 10％ 
算数・数学 11％ 
(平成 34年度) 

指標② 不登校児童生徒の出現率 ％ 
小学校 0.58％ 
中学校 3.27％ 
(平成 26年度) 

小学校 0.39％ 
中学校 2.76％ 
(平成 34年度) 

指標③ 
新体力テストの総合評価が下位層
（Ｄ・Ｅ層）の児童生徒の割合 

％ 
小学校 35％ 
中学校 27％ 

(平成 27年度) 

小学校 27％ 
中学校 21％ 

(平成 34年度) 

 

いのちを大切にする小田原 
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２．希望と活力あふれる小田原 

 

（１） 地域経済 

（２） 歴史・文化 
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14 産業振興と就労環境の整備 

 

【目指す姿】 

企業は安定した経営環境を市内で構築しており、働き手は仕事と生活が調和した暮らしをしています。 

 

【現況と課題】 

 景気の緩やかな回復基調を背景に、雇用情勢にも持ち直しの動きが見られるものの、事業所数の減少、

労働者の雇用不安、人口の減少・流出など、就労環境は依然として厳しい状況にあり、働く意欲のある方

の働く場の確保と働きやすい環境づくりが求められています。 

 地域経済の根幹である中小企業が、経営環境の変化に対応した商品やサービスを提供し続けていくため

には、経営基盤の強化と経営の安定化を支援するとともに、魅力ある企業活動の創出を進めていくことが

必要です。 

 新たな価値を創出する企業の進出を促すことで地域産業との相乗効果を生み出し、企業誘致効果の最大

化を図ることが求められています。また、市内では近年、工場の閉鎖が相次いでいることから、既存企業

との連携を進め、質の高い産業基盤づくりを進めることで操業環境の安定化を図ることが必要です。 

 

【基本方針】 

産業の活性化に向けた支援を行うとともに、働きやすい環境づくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①働きやすい環境づくり 

労働関係機関と連携し、若年求職者と市内企業のマッチングなど、働く意欲のある人の雇用機会の拡大を図

ります。また、勤労者にとって働きやすい環境づくりを図るとともに、勤労者の生活の安定と向上を支援します。 

 

②中小企業の経営支援 

関係機関との連携のもと、中小企業への融資制度など経営支援の充実を図り、経営環境の変化に対応した事

業展開を支援します。 

 

③起業家の支援 

産業関連団体と連携し、起業に意欲的な人材の育成や発掘を進めるとともに、地域密着性の高い起業家や新

分野への事業進出などを支援します。 

 

④多様な企業誘致と操業支援 

豊かな自然環境や市場への近接性、都心へのアクセス、既存企業の技術力など小田原の強みを発信し、新

たな価値を創出する産業の集積を図ります。また、情報交換やニーズ把握、協力体制の構築など、既存企業

と多様な主体との連携を強化し、質の高い産業基盤を整備することで操業環境の安定化を支援します。工場

跡地については、都市計画マスタープランなどの関連計画に基づく土地利用方針に沿った利活用が図られる

よう支援します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
「創業支援事業計画」に伴う市内

での創業件数（6年間の件数） 
件 

新規の事業 

（平成 28年度） 

228件 

（平成 34年度） 

指標② 

「企業誘致推進条例」に基づく市

内企業拡大再投資件数および市外

からの新規立地件数（延数） 

件 
0件 

（平成 27年） 

6件 

（平成 34年） 

 

希望と活力あふれる小田原 
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15 小田原ならではのものづくりの振興 

 

【目指す姿】 

小田原固有のものづくりに支えられたなりわいが継承され、そこから生み出される製品などに市民が愛着と誇

りを持っています。 

 

【現況と課題】 

 小田原には地域資源の活用により育まれた木製品、水産練製品、漬物、塩干など多くの地場産業が根づ

いています。これらは、江戸時代の人々の交流を通して集積、発展してきた経緯があり、まちの歴史や文

化を象徴する多彩な産業群を形成しています。 

 地場産業を形成する個々の事業所は、規模が小さく、単独での後継者の確保、人材育成、新たな市場開

拓などの取組を行うことが困難な状況にあります。また、地場産品の生産額も低迷を続けています。一方

で、若手木製品グループによる活動も活発になるなど、新たな担い手の活躍も生まれています。 

 地域固有の魅力ある伝統産業は、代々その技術と文化を受け継いできており、未来に継承していくことが

重要です。しかし、そのためには生活者に受け入れられる新商品の開発など需要拡大の取組が必要で

す。 

 

【基本方針】 

伝統的な地場産業の匠の技を継承していくとともに、優れたものづくり技術の情報発信や農商工連携によるブ

ランド化の推進などを通じて、小田原固有のものづくりの付加価値を高めていきます。 

 

【詳細施策】 

①伝統的な地場産業の支援と育成 

伝統的な地場産業に関するものづくり技術の活用・継承の取組や新たな担い手の確保・育成を支援します。ま

た、大都市圏での物産展や見本市を効果的に活用して需要の拡大を目指します。 

 

②高技術・高品質のものづくりの PR促進 

小田原の優れたものづくり技術や高品質の商品を、さまざまな機会や媒体を通じて内外に広く紹介します。ま

た、交流や連携の場づくりを通して、事業分野や取引先の拡大、あるいは新たなコラボレーションを創発します。 

 

③新たなブランドの育成 

農商工連携などの異業種間の交流を推進し、小田原の持つ自然、歴史、文化から生み出される工芸品や加

工品、農林水産品などを包括したブランドとして PRすることでブランド力の向上を目指します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 

小田原セレクション事業における

選定品の売上伸び率(売上額の平

均値) 

％ 
10％ 

(平成 26年度) 

10％ 

(平成 34年度) 

指標② 
地場産業 PR支援事業・イベント

などの来場者・受講者数 
人 

389,875人 

(平成 26年度) 

390,000人 

(平成 34年度) 

指標③ 
小田原地方木製品製造業実態調査

報告書における生産額 
百万円 

2,710百万円 

(平成 26年度) 

2,710百万円 

(平成 34年度) 
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16 商業の振興 

 

【目指す姿】 
商店街が地域コミュニティの核として機能し、超高齢社会における安心安全な、まちづくりに寄与しています。 
中心市街地の商店街をはじめ、市内には多くの市民や来訪者が行き交い、それぞれの地域で生活に根付い
た商業圏が形成されています。 
 

【現況と課題】 

 地域コミュニティに根ざした商業者は、様々な地域活動の担い手でもあります。また、商店街は希薄化しつ
つある地域内でのコミュニケーションを支える貴重な拠点であり、地域の安全と安心を支える役回りも担う
など、地域にとって重要な機能を求められています。そのため、地域コミュニティの核として成り立つような
支援が必要です。 

 本市の商業は、消費拠点が、近年、小田原駅周辺から郊外の大型店へシフトしていますが、中心市街地
が土地利用方針に沿って、かつての賑わいを取り戻し、さらには市内全域で地域コミュニティに根ざした商
業者が、活力ある商業圏を形成していくことが必要です。 

 消費ニーズや流通の多様化、後継者不足などを背景に小規模商店が減少するなど、商店街を取り巻く環
境は厳しさを増しています。そうしたなかであっても、超高齢社会を迎え、徒歩生活圏における商業機能を
持続的に確保していくことが必要です。 

 中心市街地は、商業機能が停滞しており、歴史、文化、なりわいなどの地域資源と小田原駅という立地を
最大限活かして、にぎわいの創出と街なかへの回遊を促し、商業の活性化へつなげることが必要です。 

 
【基本方針】 
消費者ニーズに柔軟に対応する力を様々な主体が共に育み、交流や賑わい創出の取組を通じて、暮らしを支
える商業の再生を支援していきます。 

 
【詳細施策】 
①暮らしを支える商店街の再生 
超高齢社会の進展を見据え、地域コミュニティ機能を強化するなど商店街活性化に向けた特色ある主体的な
取組の支援や、商店会の組織力・企画力強化への支援など、徒歩生活圏での暮らしを支える商店街づくりを
進めます。 

 
②農林水産業と連動した商業振興 
地場農産物や水産品などの取り扱いを推奨し、消費者と地元商業とのつながりづくりを進めます。また、商業
者や生産者が連携した取り組みを支援するなど、地場産品の流通促進や販路拡大を進めます。 

 
③中心市街地のにぎわいづくり 
歴史、文化、なりわいなどの地域資源の魅力を最大限活用し、まちなかの回遊を促進します。また、小田原地
下街「ハルネ小田原」の回遊の拠点としての機能を強化するとともに、商業機能としての価値を高め、交流とに
ぎわいの創出に取り組みます。 

 
④まちづくりと連動した商業振興 
民間再開発などの機を捉え、まちづくりの担い手となる民間事業者と連携すると共に、豊富なノウハウを取り
入れ、観光客や市民が行き交う魅力的なまちづくりに取り組みます。また、小田原らしい、回遊性の高い、魅力
的な中心市街地を形成し、活気あふれる商業空間づくりを支援します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 小田原駅周辺流動客数 人 
56,682人 

(平成 28年度) 

60,000人 

(平成 34年度) 

指標② 
商店街活性化アドバイザー派

遣制度活用件数 
件 

3件 

(平成 26年度) 

6件 

(平成 34年度) 
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17 観光まちづくりの推進 

 

【目指す姿】 

小田原の地域資源の魅力や地域の温かいもてなしにふれた多くの来訪客が、何度も小田原を訪れています。 

 

【現況と課題】 

 小田原駅には5つの鉄道路線が乗り入れるとともに、市内には第一級の観光資源や県西地域の核となる

集客施設を有しており、その求心性の高さがまちの魅力になっています。 

 モノの豊かさより心の豊かさを大切にするといった人々の価値観の変化に伴い、観光の形態やニーズも

多様化しています。観光施設やスポットだけではなく、市民の暮らしぶりやもてなしの心、年中行事や文

化、庭先の緑や往来への心遣いなども、これからの観光資源として注目されています。 

 更なる観光誘客を図り、経済の活性化につなげていくためには、従来型の観光資源に加え、新たな切り口

や視点で小田原の地域資源を戦略的に情報発信していくことが必要です。また、多くの市民に、小田原を

「観光地」であることや、なりわいや歴史・文化が観光資源であることを認識していただくため、小田原の良

さを見直す機会づくりや情報発信が求められています。 

 小田原には、小田原城周辺だけではなく、潜在的な観光資源を持つ地域が多くあります。小田原を観光で

訪れる人々に、まちなみやなりわい、地域住民との交流を楽しんでいただくため、観光資源の魅力を高め

るとともに、回遊の利便性に配慮することが必要です。さらに、地域の幅広い関係者が一体となって、地域

の誇れる資源を掘り起こし、多くの人々に訪ね歩いてもらうことが望まれます。 

 国際的な観光地である富士箱根伊豆交流圏の一角をなし、国内屈指の観光拠点を抱える地域として、広

域的な連携のもとに、風光明媚な場所や歴史資産、もてなしの心など、外国人来訪客にとって魅力的な要

素を生かした誘客活動を更に進めることが必要です。 

 小田原城は、小田原の観光のシンボルであり、多くの来訪客が訪れています。そこで、何度訪れても満足

していただけるよう、城址公園やその周辺も含め更に魅力を高めていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

小田原市観光戦略ビジョンに基づき、小田原を観光で訪れる人々にとって魅力があり、市民が誇りを持てる地

域資源を生かした観光まちづくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①観光推進体制の強化 

地域が一体となり、様々な取組を総合的に進めていくため、観光関連団体や市民団体、民間事業者、観光協

会、行政など多様な主体が連携・協力し、観光地としての施策づくりや情報発信をはじめ、広域的連携を含め

た観光推進体制の強化を図り、総合的な観点からの観光まちづくりを進めます。 

 

②観光インフラ・コンテンツの充実化 

多くの来訪者を迎え入れるため、小田原城や北条五代、邸園文化、水産加工品、木製品といった、小田原が

持つ歴史・文化・なりわいなどの資源を最大限に活用するとともに、回遊促進につながる各種インフラを整備し、

来訪客を惹きつけるような小田原ならではの楽しみ方を提案します。 

 

③まち歩き観光の推進 

市内各所に点在する観光資源をつなぎ、普段、何気ない日常の中での小田原ならではの魅力を再発見できる

ような観光まちづくりを進めるため、「まち歩き観光」を推進します。小田原が「観光地」であることを市民が再

認識し、小田原の良さを見直すきっかけづくりや情報発信に取り組みます。 
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④外国人来訪者の受入環境の整備 

多くの誘客を見込める外国人来訪者に向けたコンテンツの充実化や Wi-Fi 環境の提供、多言語対応のまち歩

きアプリケーションの開発、サインの設置など、外国人来訪者にとって訪れやすい環境を整えます。 

 

⑤小田原城址公園の観光づくり 

小田原城及び小田原城址公園は、来訪者に歴史・文化や自然などの魅力を楽しんでいただけるよう、史跡と

緑の共生に配慮した管理、整備を行うとともに、にぎわいのある交流やいこいの場としての活用を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 入込観光客数 万人 
451万人 

（平成 26年） 

700万人 

（平成 34年） 

指標② 観光消費総額 円 
137億円 

（平成 26年） 

280億円 

（平成 34年） 

指標③ 小田原城天守閣入場者数 人 
502,330人 

(平成 26年度) 

75万人 

(平成 34年度) 
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18 農林業の振興 

 

【目指す姿】 

安定した農業経営が確立され、耕作放棄地が減少するとともに、小田原の農産物を求めに多くの人が訪れ、

交流施設や直売所がにぎわっています。 

地域の森林から良質な木材が産出され、暮らしのなかで木のぬくもりがあふれています。 

 

【現況と課題】 

 ＴＰＰ協定による輸入農産物の影響、激しい産地間競争などによる価格の低迷、就農者の高齢化の進展、

後継者・担い手不足など、農業経営を取り巻く環境は年々厳しくなり、耕作放棄地も増加傾向にあります。 

 増加傾向にある耕作放棄地の解消に向けては、多様な担い手による農業活動が不可欠であり、定年帰

農者を含む新規就農、市民農園、都市住民らによる週末農業、企業、福祉関係との連携など多様な担い

手の確保が必要です。 

 農業経営を存続していくためには、収益が確保できる農業への転換が不可欠です。農作業の効率化に向

け、農道・用排水路など生産基盤の整備や老朽化の進む施設の着実な維持管理を進めるとともに、オリ

ーブをはじめとする新たな農産物導入などによる高付加価値化や規模の拡大などにより経営の安定化を

図ることが望まれます。また、新規就農の取組も重要です。 

 消費者の食に対する安全意識の高まりから生産現場への理解を深めるとともに、農業の活性化を図るた

め、生産者と消費者との交流や農業体験の機会の充実が求められています。こうした交流や体験を通じ

て、耕作放棄地を逓減するなど小田原の豊かな農地を守っていくことが必要です。 

 青果市場は、県西地域に農産物を安定供給する中心的な役割を担っています。近年、取扱高は減少状態

が続いていますが、地域住民の食生活を支えるために、卸売業者、生産者、買受人と一体となって青果物

の付加価値（新鮮・安心・安全・旨さ）を更に高めながら、市場の活性化を図っていくことが必要です。 

 市域の約4割を占める森林の整備を進めていますが、木材価格の低迷と生産コストの増大、深刻な害虫

被害など、林業が通常の経済活動のなかで成立できない状況が続いています。こうした中、森林・林業・

木材産業再生に向け、官民連携により、地域産材の利用拡大の各種取組みとして、モデル施設等整備、

民間住宅での利用促進、木工分野での活用、木育事業の実施などを通じて、地域産材の利活用などの推

進に取り組んできたところです。 

 地域産材の利活用には、木材の安定的な供給や需要側の求める品質や価格への対応等、品質や価格な

ど、様々な課題があります。森林の多面的な機能を維持していくためにも、効率的に森林整備を進める環

境を整えるとともに、引き続き地域材の利用拡大に取り組み、森林空間の利活用について、その可能性を

多角的に検討していく必要があります。 

 

【基本方針】 

多様な担い手を確保、育成、支援し、耕作放棄地の復元も含め高付加価値農業を促進します。そして、豊かな

地産地消を実現し、いのちあふれる小田原の都市ブランドを高めます。 

 

【詳細施策】 

①多様な営農形態への支援と担い手の確保 

６次産業化や認定農業者制度などによる経営体制の強化、農産物のブランド化や有機農業の推進など、農作

物の高付加価値化を支援するとともに、営農環境を保全するため、鳥獣被害対策にも取り組みます。また、後

継者対策や定年帰農者、新規就農者など、多様な担い手の確保を進めます。 

 

②生産基盤の強化と農地の維持・保全 

営農意欲の高い地域を中心に、農業経営の効率化を図るため、ほ場や農道、用排水路など生産基盤の整備

を進めるほか、適切な維持管理や長寿命化に向けた取り組みを進めます。また、増加傾向にある耕作放棄地
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の解消に向けた支援を行い、市全体の農地の適切な維持・保全に努めます。 

 

③安全・安心な農作物の安定供給 

生産者の顔の見える農業・畜産業を推奨するとともに、多様な主体が連携し、地産地消や食育の取り組みを

進めます。また、安全・安心な農産物の安定供給に向け、市場のあり方を検討するとともに、「小田原いちばや

さい」のブランド化など、円滑な市場運営を進めます。 

 

④林業・木材産業の振興 

地域材については、需要に応じた材を安定的に確保するとともに、建築材についての利用の検討や木工材に

ついての利用拡大など、資源の循環に配慮しつつ多様な分野で利活用を推進します。また、「木の文化の再

醸成」を図るため、地域産木材を活用した誕生祝い品の配布を実施するウッドスタート事業のほか、各種木育

事業を積極的に推進するなど、身近な暮らしの中から木づかいを推進します。さらに、公共施設での木材利用

も積極的に進めます。 

 

⑤都市農業の推進 

都市農業の特徴を生かした農産物の生産、加工、流通、販売の取り組みを推進します。また、引き続き市民農

園の運営を支援するとともに、各地域の農産資源を生かした都市住民との交流や農業体験の機会などを創出

し、地域の活性化を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
農業販売金額 500万円以上の経営

体の割合 
％ 

10.3％ 

(平成 22年) 

12.0％ 

(平成 34年) 

指標② 小田原産木材流通量 立方メートル 
50立方メートル 

(平成 28年) 

100立方メートル 

(平成 34年) 
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19 水産業の振興 

 

【目指す姿】 
海と川が育む豊かな水産資源を中心に、生産、加工、流通、販売それぞれの現場がいきいきと活動し、小田
原の魚を求めて多くの来訪客でにぎわっています。 

 

【現況と課題】 
 本市の漁業は定置網漁が主体であることから、不安定な漁獲や自然災害のリスクもあり、経営が安定し

ていません。水産資源の減少に対しては、稚魚や稚貝の放流や生育環境の整備を進めており、栽培漁業
に対する意識は高まっています。 

 拠点となる漁港は、防災機能を高める観点からも施設を充実させていくことが必要です。 
 漁獲高の減少とあいまって就業者の高齢化が進展し、漁業経営を取り巻く環境は年々厳しくなっていま

す。そこで、漁業者、市場関係者等と官民一体となった「小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会」を組織
し、小田原の魚の価値をもっと「知って」、「買って」、「食べて」もらう様々な活動を展開し、小田原の魚の認
知度向上と消費拡大に取り組んでいます。 

 水産市場は、県西地域に水産物を安定供給する中心的な役割を担っていますが、施設の老朽化が進ん
でおり、安全・安心な魚を供給していくためには、再整備が必要となっています。 

 ライフスタイルが変化し魚の消費量が低迷していますが、食の安全・安心志向から、地場産物のニーズは
高まってきており、地域の小売店や飲食店との連携も進め、地場水産物の消費拡大を図っていくことが必
要です。 

 小田原の豊かな水産資源や食文化を持続させていくためには、地域特性を生かした交流や体験の機会を
関係者が一体となって創出し、活性化を図っていくことが必要です。 

 内水面漁業及び遊漁船業については、組合員をはじめ、釣りを楽しむ人たちも減少してきており、活性化
に向けた支援が必要となっています。 

 
【基本方針】 
水産市場の経営戦略の確立や、生産流通拠点機能の再構築を推進し、地域ブランド力及び産地競争力の強
化を図るとともに、水産資源を活用した交流人口の拡大を促進していきます。 

 

【詳細施策】 
①漁港・漁場の整備 

限りある水産資源の保護と育成を進めるとともに、効率性・持続性の観点から生産基盤としての漁港・漁場の
整備を進めます。 

 
②水産物の高付加価値化と担い手支援 

小田原の魚の高付加価値化や水産加工品の販路拡大を図るとともに、担い手育成も含めた経営体制の強化
を図ります。 

 
③魚の消費拡大に向けた流通支援 

地場鮮魚や加工品の消費拡大に向け、多様な主体が連携し魚食普及や食育の取組を進めます。また、安全・
安心な水産物の安定供給に向け円滑な市場運営を進めます。さらに、老朽化している市場施設の再整備に取
り組みます。 

 
④交流による小田原漁港周辺の活性化支援 

今後整備する交流促進施設をはじめ、市民や都市住民とのふれあいの場として小田原漁港周辺を観光資源
として活用するとともに、内水面漁業及び遊漁船業をはじめ水産資源を生かしたさまざまな交流や体験の機会
を創出し、活性化を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
水産地方卸売市場における地魚の

取扱金額 
億円 

10.01億円(平成 24年～26

年の 3ヵ年平均値) 

12.2億円 

(平成 34年度) 

指標② 交流促進施設の年間入込客数 人／年 新規の事業 
50万人 

(平成 34年度) 

指標③ 
漁業後継者育成事業・6年間の新

規就業者数 
人 

0人 

(平成 26年度) 

3人 

(平成 34年度) 

希望と活力あふれる小田原 
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20 歴史資産の保存と活用 

 

【目指す姿】 

先人から受け継がれた小田原の歴史資産が市民の誇りとなり、暮らしの中に息づいているとともに、多くの人

を引きつけています。 

 

【現況と課題】 

 小田原城跡本丸・二の丸は、史跡小田原城跡整備の理念と方針や史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基

本構想に基づいて整備を進めています。また、城郭遺構である八幡山古郭・総構は、八幡山古郭・総構保

存管理計画に基づいて適切に保存・管理し、整備、活用を進めています。 

 史跡石垣山（石垣山一夜城）は、保全対策を進めるとともに、新たに国指定史跡となった早川石丁場群関

白沢支群などとともに整備、活用を進めることが必要です。 

 国指定史跡を保存し、整備、活用を進めるうえでは、財産権などに尊重しながら公有地化を図ることも重

要です。 

 市内280か所の埋蔵文化財包蔵地（周知の遺跡）では、開発行為に伴って発掘調査を行っています。調査

件数は増加傾向にあり、発掘調査や記録の整理など、事務事業の円滑な実施が課題となっています。 

 市内には、史跡のほかにも、数多くの歴史的建造物や民俗芸能などの有形・無形の文化財があります。こ

れらは人々の暮らしの中で守り伝えられ、育まれてきたものであり、今後も文化財や歴史的風致への理

解を深め、地域の活性化やまちづくりにつなげていくことが必要です。 

 郷土文化館、市立図書館などには、郷土文化に関連する貴重な資料が収蔵・展示されています。しかし、

施設の老朽化や収蔵条件の悪さから、その適切な公開・保存環境の整備が課題となっています。 

 

【基本方針】 

小田原の貴重な地域資源である歴史資産の調査や保存、整備を進めるとともに、市民や来訪者が小田原の

歴史を深く理解できるよう公開し、活用します。 

 

【詳細施策】 

①史跡小田原城跡などの整備 

小田原城跡本丸・二の丸の整備と、八幡山古郭・総構の保存、整備、活用を進めます。また、早川石丁場群関

白沢支群や石垣山一夜城周辺地域の歴史的、文化的景観の整備を進めます。 

 

②文化財の保存と活用 

埋蔵文化財の発掘調査と記録保存を進めるとともに、有形・無形の文化財などを適切に保存・管理します。ま

た、発掘調査の成果や小田原城跡の整備状況、文化財の公開、公有地化した街なかの史跡の活用等、歴史

的文化的資産の活用を図ります。 

 

③博物館構想の推進 

郷土文化に関する貴重な資料を収集、保存、展示している郷土文化館などの施設のあり方について、博物館

基本構想の理念に基づき検討を進めます。 

 

④歴史都市としてのまちづくりの推進 

歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史上価値の高い建造物や歴史的風致が残るまちなみ、歴史・伝統を

反映した人々の活動や技術などの維持、向上を図ります。そして、これら小田原固有の歴史的風致を「点」か

ら「面」へ展開したまちづくりの取り組みを進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 小田原城天守閣入場者数（再掲） 人 
502,330人 

（平成 26年度） 

75万人 

（平成 34年度） 

指標② 文化財公開事業来訪者数 人 
1,721人 

（平成 27年度） 

1,800人 

（平成 34年度） 

 

希望と活力あふれる小田原 
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21 文化・芸術の振興 

 

【目指す姿】 
文化に対する意識が高まり、創造性豊かな市民の主体的な活動により、まちと人がつながりを持ち、心豊かな
生活が営まれています。さまざまな分野で、国内外の地域や人々との交流や連携が活発に行われ、まちに活
気を生み出しています。 

 

【現況と課題】 

 災害などからの復興の過程でも、文化・芸術は未来への希望や生きる力を育むものという認識が高まって
おり、地域の文化の継承とともに文化創造活動や社会的課題の解決のための活動が期待されています。 

 小田原には、長い歴史や優れた活動実績を誇る芸術文化団体が多数存在しています。しかし、芸術文化
活動における参加者の高齢化や固定化が進み、新たな担い手や若い世代の参加促進が課題となってお
り、その裾野を広げるとともに、新たな担い手の育成が必要です。 

 市民会館が老朽化しており、それに代わる、新たな芸術文化活動のための拠点の整備が必要です。 

 小田原は、中世には関東最大の城下町、近世には東海道屈指の宿場町、近代には政財界人の別荘地や
文人墨客の滞在地として繁栄したことから、人々の暮らしに根ざした伝統文化やなりわい文化、城跡、別
邸建築などの歴史資産、文学資産などを数多く有しています。これらの魅力を身近に感じられる環境づく
りを進めるとともに、交流を促し、まちに活力を生み出すことが必要です。 

 国内外の姉妹都市・交流都市等との交流は、他地域の文化を知り、小田原を再認識することにつながりま
す。また、広い視野を持ち、郷土に誇りを持った青少年が育まれるとともに、より豊かで活力あるまちづくり
に寄与しています。こうした交流は、市民が主体となり、さまざまな分野で活発化することが期待されま
す。 

 

【基本方針】 
市民が主体となる文化振興のための環境や拠点を整備し、活動の裾野を広げます。さらに多様な文化交流を
進め、その魅力を発信します。 

 

【詳細施策】 

①市民文化創造の支援 

（仮称）小田原市文化条例に基づき、すべての市民が文化に親しむ機会を充実させるとともに、市民の主体的
な活動を支援します。また、小田原ならではの文化を大切にするとともに、新しい文化の創造と発信に努めま
す。 

 
②芸術文化創造拠点の整備 

市民の芸術文化創造活動のための拠点を整備するとともに、専門性を持った人材による総合的な文化事業の
推進組織を設立し、多様で豊かな芸術文化活動を促進します。 

 
③小田原ゆかりの文化の保存と活用 

歴史や風土に育まれた小田原ゆかりの文化を再認識し、市民とともに守り育てます。また、由緒ある建築物を
保存・活用するとともに、郷土の先人や近代の文学遺産などの文化的資産を生かしたまちづくりを進めます。 
 

④文化交流の推進 

国内外の姉妹都市・交流都市等を中心とした市民主体の都市間交流を促し、他地域の文化への理解を深め
るとともに、さまざまな分野での文化活動の活発化を図ります。さらに、地域や大学などとの世代間交流を図る
など、多彩な交流を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① アウトリーチの実施回数 回 
23回 

（平成 27年度) 

30回 

（平成 34年度) 

指標② 
文化の担い手創出に係るアウトリ

ーチ事業参加児童数 
人 

4,200人 

(平成 26年度) 

4,500人 

(平成 34年度) 

指標③ 市民文化祭来場者数 人 
17,700人 

(平成 26年度) 

30,000人 

(平成 34年度) 

希望と活力あふれる小田原 
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22 生涯学習の振興 

 

【目指す姿】 

郷土に誇りを持つ心豊かで多彩な人材が、さまざまな場で活躍しています。 

 

【現況と課題】 

 価値観が多様化し、自発的な学習活動によって知識や技術、交流の範囲を広げる人が増えています。一

方では、新たに学習に取り組むきっかけがつかめない人や具体的な学習の目標、方法を見出せない人も

います。そこで、市民が多様な選択をしながら人生を設計していくことができるよう、さまざまな学習や学び

直しの機会を提供することが必要です。 

 市民と行政がそれぞれの役割を担い、社会的な課題や市民ニーズに対応した学習の機会や場を提供す

るとともに、市民の学習活動に必要な情報を的確に提供することが必要です。 

 住民自らが責任を持って地域のことを決めることができる社会の実現に向け、主体性を持ってまちづくり

に取り組む人材が求められています。そこで、小田原の自然、歴史・文化や二宮尊徳など多くの地域資産

について学ぶことで、市民の郷土に対する誇りや愛着を持つ心を育み、まちづくりへの参画意欲を醸成し

ていくことが必要です。 

 インターネットなどを通じて様々な情報があふれている中、利用者の求める情報や知の発信地としての図

書館の役割と機能を発揮する必要があります。また、子どもの成長過程での読書の効果を周知すること

で、図書館利用の少ない世代への利用促進を図る必要があります。 

 学習の成果がさまざまな形で広く認められることにより、学習者の意欲が高まり、より高度で継続した学習

活動につながります。こうした循環を地域社会への貢献につなげる取組が求められています。 

 

【基本方針】 

市民による主体的な生涯学習活動を基本に、市民の生涯を通じた学ぶ意欲を支え、多様な学習の機会を提供

します。また、学んだ成果を適切に生かすことができる環境を整えます。 

 

【詳細施策】 

①多様な学習の機会と情報の提供 

市民、行政、教育機関などとの連携により、社会的な課題や市民ニーズに対応した多様な学習の機会や場、

情報などを提供するとともに、市民が主体となった事業展開を促進します。 

 

②郷土についての学びの推進 

二宮尊徳をはじめとする先人など恵まれた地域資源を活用し、郷土について知り、学ぶ機会を提供し、小田原

ならではの学習を進めます 

 

③学んだ成果を生かす環境づくり 

学習活動の成果を発表する場や、学習の成果を実践できる仕組みをつくるなど、より質の高い継続した活動

へとつなげるための環境をつくり、まちづくりに意欲を持って取り組む人材を育成します。 

 

④図書館の機能と役割の充実 

小田原市図書施設・機能整備等基本方針に基づき、駅前図書施設の整備やかもめ図書館の中央館としての

機能強化、分館・ネットワーク館の再整備を行い、図書館の利用促進を図ります。また、子どもの自主的な読

書活動の推進や学校図書館との連携を強化します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 生涯学習講座受講者数 人 
38,748人 

(平成 27年度)  

43,000人 

(平成 34年度)  

指標② 
尊徳記念館来館者数 

（展示室＋研修室） 
人 

81,437人 

(平成 27年度） 

93,000人 

(平成 34年度） 

指標③  1人当たりの図書貸出冊数 冊 
 2.16冊 

（平成 26年度） 

 3.00冊 

（平成 34年度） 
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23 生涯スポーツの振興 

 

【目指す姿】 

子どもから高齢者まで多くの市民が、趣味や健康維持、仲間・生きがいづくりなど、それぞれの目的を持って

日常的にスポーツに親しんでいます。 

 

【現況と課題】 

 本市のスポーツ活動に関する調査によると、30分以上の運動を週1回以上行った人が44.3％、運動をまっ

たくしない人が39.0％となっています。スポーツをする人が増加し、まったくしない人が減少するよう、より

生活に根ざした運動・スポーツのあり方を提唱していく必要があります。 

 ウォーキングなど、身近で気軽に楽しめるスポーツを「する」こと、オリンピック・パラリンピック東京大会を

はじめ、「みる」スポーツを楽しむこと、豊かなスポーツ活動の促進のため、関係団体の連携や施設整備

など、ハード・ソフトの両面で「支える｣スポーツを振興することが重要です。 

 子どもたちのスポーツ活動の機会が減少し、本市においても子どもの体力向上が大きな課題になってい

ます。そのため、子どもたちがスポーツ活動を気軽に、そして継続的に行うことができる仕組みづくりが求

められています。 

 小田原アリーナ、小田原テニスガーデン、城山陸上競技場などのスポーツ施設を長期にわたって活用し

ていくために、利用しやすい環境整備とともに計画的な維持管理を行っていく必要があります。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップ

などの大規模な国際大会を契機としたスポーツ振興につなげるため、事前キャンプ受入、未来のアスリー

ト支援、障がい者スポーツ振興、ラグビーを柱とした具体的な取組を展開していく必要があります。 

 

【基本方針】 

誰もがスポーツに親しめるようなきっかけづくりや、市民のスポーツ活動を支えるための仕組みづくりを進める

ことにより、スポーツの持つ楽しさで、人や地域をいきいきと元気にします。 

 

【詳細施策】 

①身近にスポーツを楽しむ暮らしの実現 

誰もが身近な地域で気軽に体を動かすことができるよう、ウォーキングをはじめとした、生活に根ざした運動や

ニュースポーツの普及を地域単位で進めるとともに、地域のスポーツ情報の効果的な発信に努めます。 

 

②地域でのスポーツ活動の支援 

市体育協会や地区の体育協会・体育振興会、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブなどを支援し、

地域が住民のスポーツ活動を支え、スポーツもその楽しさで地域活動を活発にするという双方向の仕組みづく

りを推進します。 

 

③スポーツ活動を支える環境づくり 

スポーツ施設の整備、利用者サービスの向上、効率的な管理運営に向けた体制の強化を図るなど、市民の主

体的なスポーツ活動を支える環境づくりを進めます。また、老朽化の進行や利用状況などを踏まえ、スポーツ

施設の計画的な維持管理を行います。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
地域スポーツ活性化事業・ウォー

キング事業利用地区数累計 
地区 

1地区 

(平成 26年度) 

26地区 

(平成 34年度) 

指標② ツーデーマーチ参加者数 人 
8,789人 

(平成 27年度) 

10,000人 

(平成 34年度) 

指標③ 体育施設利用者数 人 
891,373人 

(平成 27年度) 

900,000人 

(平成 34年度) 
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３．豊かな生活基盤のある小田原 

 

（１） 自然環境 

（２） 都市基盤 
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24 環境再生・保全活動の推進 

 

【目指す姿】 

地域ぐるみの環境再生・保全活動が活発になり、市民一人ひとりが環境に配慮した行動を実践しています。 

 

【現況と課題】 

 小田原は森里川海の豊かな自然に恵まれていますが、開発やライフスタイルの変化による管理不足など

により森里川海のつながりは薄れ、その美しさや豊かさが失われつつあります。 

 身近にある豊かな自然環境は、地域の人々に潤いを与えるだけでなく、そこで暮らす人々の生存を支える

財産として改めて価値が見直されつつあり、その再生や保全、活用が求められる時代となっています。 

 エネルギー源の分散化、多様化によるエネルギーの地域自給は、地球温暖化防止のみならず災害時に

おける市民や事業者の安全安心を守ることにもつながるため、地域ぐるみで取組を進めていくことが必要

となります。 

 

【基本方針】 

豊かな自然や環境を次世代に引き継ぐため、市民の主体的な環境再生・保全活動を促し、持続可能な環境共

生（循環・低炭素・自然共生）型の地域づくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①森里川海オールインワンの環境先進都市としての地域ブランドの確立 

森・里・川・海が「ひとつらなり」の特徴を活かし、多様な主体が連携して、環境共生型の地域社会につながる

あらゆる取組が行われるまちづくりを推進するとともに、積極的かつ広範な情報発信と行動提案を行い、持続

可能かつ魅力的な地域圏としての環境先進都市・小田原のブランドを確立します。 

 

②地域の環境再生・保全活動の推進 

市内の環境団体・個人・企業などのネットワークを強化し、市民による環境再生・保全活動を更に活発化させ、

地域ぐるみの取組へと発展させます。そして、私たちの日常生活にとって大切な存在である身近な森里川海を

地域住民自身が守り育てる、環境共生型の地域づくりの確立に向けた取組を進めます。 

 

③環境学習・環境配慮行動の推進 

家庭や地域、学校などさまざまな場において身近な自然とのふれあいや環境学習を進め、市民一人ひとりの

意識を高め、環境に配慮した行動の実践を促します。また、日常生活や経済活動のなかで取組が可能な環境

配慮型の行動について、小田原独自の環境認証基準を設け、地域ぐるみの行動を進めます。 

 

④エネルギーの地域自給に向けた取組の推進 

地球温暖化を防止し、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、地域ぐるみで省エネルギー化への取組を進

めます。また、市民や事業者など多様な主体が、地域資源である再生可能エネルギーの利用によるエネルギ

ーの地域自給を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 環境再生事業参加者数 人 
1,374人 

(平成 26年度) 

2,000人 

(平成 34年度) 

指標② 
公共施設への再生可能エネルギー

導入量 
kW 

266kW 

（平成 26年度） 

1,400kW 

（平成 34年度） 

 

豊かな生活基盤のある小田原 

自然環境 
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25 廃棄物の減量化・資源化の推進 

 

【目指す姿】 

市民生活の中で、ごみの減量意識、分別意識が高まり、家庭や事業者から排出されるごみがしっかり分別さ

れ、ごみが減少し、資源化率が向上しています。 

 

【現況と課題】 

 物質的な豊かさや、快適性、利便性を求めてきた結果、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会が形成

されてきましたが、一方で、こうした時代の流れは環境に大きな負荷を与えています。このような状況から

脱するため、廃棄物の発生抑制とその循環的利用を図る持続可能な資源循環型社会の構築が差し迫っ

た課題となっています。 

 平成9年にごみの分別改革を行い、ごみ排出量を大幅に減らすとともに、全国でも高い水準の資源化率を

達成しました。その後、ごみの排出量は順調に減少しましたが平成21年度ごろから微減となり、市民や民

間団体の協力のもと生ごみ堆肥化やその他紙の分別、啓発活動に力を入れた結果、平成26年度ごろか

ら再び減少傾向となっています。しかし、1人1日当たりのごみ排出量は、全国平均よりも多い状況が続い

ています。 

 ごみの問題は、市民一人ひとりが自分の問題と捉え、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユー

ス）、再生利用（リサイクル）、ごみとなるものを断る（リフューズ）、修理して使う（リペア）の5Rを基本として

減量化、資源化を進めていくことが必要です。また、減量化、資源化の意識啓発を図るとともに、ごみの適

正処理を進めることが必要です。 

 焼却施設をはじめ、リサイクルセンターなどの一般廃棄物処理施設の適正処理機能を維持していくために

は、計画的に改修を進めつつ、修繕による保全に努め、安定的に稼働させていくことが必要です。また、

広域化による環境負荷の低減や効率性を十分検証したうえで、適正な処理体制と施設整備の検討を進め

ていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

市民、事業者、行政がそれぞれの役割を認識し、日常生活や経済活動において廃棄物の発生抑制、再使用、

再生利用などに努め、環境負荷の少ない持続可能な資源循環型社会づくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①ごみの減量化の推進 

5R を基本とした経済活動やライフスタイルへの転換を啓発するなど、発生抑制や再使用に重点を置いたごみ

の減量化を進めます。また、事業系ごみについては、排出基準や制度を見直します。更に、ごみの減量に効

果的な取り組みの一つとして、ごみ処理の有料化を検討します。 

 

②資源化の推進 

更なるごみの分別を図るとともに、生ごみの堆肥化による家庭内循環や紙類の分別の徹底、分別品目の拡大

などを進め、資源化率の向上に努めます。東日本大震災以来、確実に処分することを求められている焼却灰

については、引き続き処分先の確保を優先します。 

 

③ごみの適正処理 

収集運搬の効率化を図るとともに、廃棄物処理施設の計画的な修繕と適正な管理・運営を行います。また、資

源化や分別の徹底に向けては小さな地域単位での分別収集及び資源化作業を基本とし、焼却や最終処分な

ど効率化が求められる部分については広域化を視野に施設整備や手法を検討します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 燃せるごみ排出量 トン 
53,801t 

（平成 24年度） 

51,487t 

（平成 31年度） 

指標② 資源化率 ％ 
26.6％ 

（平成 24年度） 

30.5％ 

（平成 31年度） 

指標③ 生ごみ堆肥化申請人数 人 
4,177人 

(平成 26年度末) 

8,000人 

(平成 34年度) 

豊かな生活基盤のある小田原 

自然環境 
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26 良好な生活環境の保全と形成 

 

【目指す姿】 

まちは、いつもきれいで住みよい状態に保たれています。 

暮らしの衛生が守られ、市民は快適に生活しています。 

 

【現況と課題】 

 ポイ捨て、落書き、ペットの糞の始末、歩行喫煙、深夜花火などが迷惑行為として社会問題化しており、そ

の対応として、平成21年に小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例を施行しました。 

 良好な生活環境に恵まれたまちをつくるためには、市民一人ひとりの美化意識を高揚させるとともに、市

民、事業者、行政がよりいっそうパートナーシップを強めて美化活動を進めていくことが必要です。 

 現在の斎場は老朽化が著しく、高齢化の進行に伴う大幅な利用増が見込まれます。そのため、既存施設

の改修や、新たな施設整備が必要です。 

 

【基本方針】 

市民、事業者、行政とのパートナーシップにより、まちの美化を進めるとともに、良好な生活環境を保持するた

めの取組を進めます。 

 

【詳細施策】 

①協働による美化の推進 

市民の環境美化意識を更に高め、市民、事業者、行政が連携して、不法投棄、ポイ捨て、落書きなどのないき

れいなまちづくりを進めます。 

 

②良好な衛生環境の保持 

し尿処理、害虫駆除など公衆衛生環境の保持に努めます。また、ペットの飼い主のマナー向上を中心に、人と

ペットとの共生に向けた取組を進めます。 

 

③斎場の整備 

施設利用の増加や利用者ニーズに適切に対応するため、新たな斎場の整備を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
重点地区における美化活動参加者

数 
人 

327人 

(平成 27年度) 

500人 

(平成 34年度) 

指標② ボランティアごみ袋配布枚数 枚 
30,380枚 

(平成 27年度) 

60,000枚 

(平成 34年度) 

 

豊かな生活基盤のある小田原 

自然環境 
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27 自然環境の保全と再生  

 

【目指す姿】 

小田原の豊かな自然環境のなかで、あらゆるいのちが健やかに生き、人々は生存の基盤が守られ、お金に

換えられない豊かさを享受しています。 

 

【現況と課題】 

 郷土の先人たちが酒匂川治水を完成させて現在の豊かで安全な暮らしの礎を築いてくれました。そして私

たちは、50年後、100年後を視野に、この地で暮らすであろう私たちの子孫に対し、豊かな自然の恵みを今

よりもより豊かに残せるよう、最大限の努力を重ねる義務があります。 

 竹材利用などの減少により放置竹林が増加するとともに、森林の荒廃化が進み、水源としてのかん養機

能や二酸化炭素吸収源としての機能保持が課題となっています。また、ライフスタイルの変化や後継者不

足から、四季折々の風景や多様な生物、生活文化の伝承の場であった里山が失われつつあります。 

 暮らしや産業活動に欠かせない水資源を供給する酒匂川の環境を維持していくためには、水源の森を含

め上流域から下流域までが一体となった保全活動に取り組むことが必要です。また、本市の海岸のうち約

8割を占める砂浜海岸は侵食が進んでおり、この再生を通じて憩いの場の創出や海岸後背地の安全性を

確保していくことが必要です。 

 豊かな生態系を維持していくためには、希少な動植物の生息地や水、大気、地下水、土壌などへの影響

を的確に把握し、継続的に対策を講じていくことが必要です。また、河川・水路改修による護岸工事など

は、治水対策を前提としながらも、生物多様性を保全する工法を取り入れるなど、環境の保全と開発の調

和を図る取組が必要です。 

 豊かな生物多様性を持つ森林などの自然環境づくりは、それを求めて訪れる交流人口の拡大と、そこで

の活動や生産物を通じた経済活動の発展へとつながり、地域振興に帰結します。 

 

【基本方針】 

森里川海など暮らしを支える豊かな自然環境や、そのつながりのなかで多様な生物が営む地域全体の生態

系を守り、再生していきます。 

 

【詳細施策】 

①森林の再生 

植林や交流体験など森にふれあう機会を積極的に取り入れ、枝打ちや間伐を支援します。また、スギ、ヒノキ

といった針葉樹主体の森に比べ、水源かん養機能が高く、多様な生物を育むことのできる落葉広葉樹を主体

とした森林の再生を促します。さらに、豊かな海づくりに向けた森林づくりを進めます。 

 

②里山の再生と整備 

市民が身近に親しめる自然空間として、また、さまざまな活動や学習のフィールドとしての里山の再生に向け

た地域の取組を支援します。 

 

③水辺環境の整備促進 

治水や水質の安全性を保ちつつ、水辺に親しめる多自然川づくりや、市民の憩いの場としての砂浜海岸の再

生事業を促します。また、酒匂川から取水する京浜地区や県央地区の住民と交流を深め、水源林整備や河川

環境保全などへの活動を協力して進めます。 

 

④生態系の維持保全 

希少な動植物を守り育てる活動や、水、大気、地下水、土壌など環境保全の取組を市民、事業者、行政が一

体となって進めます。また、野猿などの鳥獣被害防止対策を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
酒匂川水系保全協議会実施事業

参加者数 
人 

514人 

(平成 27年度) 

550人 

(平成 34年度) 

指標② 小田原産木材流通量 立方メートル 
50立方メートル 

（平成 28年度） 

100立方メートル 

（平成 34年度） 

豊かな生活基盤のある小田原 

自然環境 
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28 快適で魅力ある生活空間づくり 

 

【目指す姿】 

市民が快適に暮らし、まちに愛着を持って住み続けたいと思っています。 

 

【現況と課題】 

 人口減少や少子高齢化を見据え、市の中心となる拠点や地域の生活拠点に都市機能の集約化を図る

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」のまちづくりを進めることが必要です。 

 本市では、景観計画や屋外広告物の取組みを進め、小田原駅・小田原城周辺を中心に景観形成を図って

きました。今後は、市民の自主的な景観形成活動の支援を拡充し、景観意識の向上を図っていくことが必

要です。また、価値ある景観資源の保全と活用を図り、次世代に継承していくことが必要です。 

 小田原駅・小田原城周辺は、広域ターミナルとしての小田原駅とその周囲に発展してきた中心市街地を有

し、一方では、歴史と文化を宿すかつての城下町の構造を色濃く残しています。そうした特性を踏まえ、来

街者、居住者の回遊性や利便性に十分配慮した質の高い公共的空間を創造し、中心市街地の活性化と

地域経済の振興に資するまちづくりが求められています。 

 快適に暮らせる住環境を形成するために、生活空間のバリアフリー化や、暮らしの質の向上がまちづくり

に求められています。 

 老朽化した市営住宅を改善または修繕することにより長寿命化を図ってきましたが、耐用年限を超過した

住宅は計画的な整備が必要となっています。また、住宅セーフティネットとしての役割を有効に機能させる

ため、良好な住環境を整備することが求められています。 

 市民の快適な憩いや交流空間、来街者を迎える都市景観などとしてのみどりの重要性を踏まえ、市街地

において将来にわたり持続可能なみどりによる魅力的なまちづくりが求められています。また、みどりを創

り育てる担い手の育成や公園管理の民間活力の導入など、市民・企業などとの協働によるみどりのマネ

ジメントが必要です。 
 

【基本方針】 

市民ニーズや人口減少、少子高齢化の動向を的確に捉え、快適で魅力ある生活空間づくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①計画的な土地利用の推進 

人口減少や少子高齢化に対応した集約型都市構造の構築を図るため、都市づくりの課題に応じた規制や誘

導による計画的な土地利用の推進を図ります。また、地域住民が中心となって進める地区のルールづくりを支

援し、地域特性を生かしたきめ細かなまちづくりを進めます。 

 

②景観形成の促進 

暮らしの潤いとなる身近な景観形成や地域の自主的な景観形成活動を支援します。また、歴史まちづくり法

の活用などにより、地域の資産である歴史的建造物を次世代に継承するための体制や周辺環境を整え、さら

に、小田原城天守閣への眺望確保にも取り組みます。 
 

③小田原駅・小田原城周辺のまちづくり 

小田原駅周辺の都市空間と小田原城周辺の自然に恵まれた歴史的空間が近接している魅力を最大限に生

かし、都市廊政策（※）などによる回遊性を生み出す場としての空間づくりや、地域経済の振興と更なるにぎわ

いを創出するための施設整備を進めます。また、史跡小田原城跡や芸術文化創造拠点の整備も踏まえ、三の

丸地区や周辺への回遊性をさらに向上させるため、街なみの整備などの方策を検討します。 

 

※歩いて楽しい歩行者空間の創造と街なか居住の促進を図り、新たな市街地形成とコミュニティの再生による、安心して暮

らしやすい、やすらぎのある街なかの居住環境づくりとあわせ、中心市街地の活性化を目指す政策。 

豊かな生活基盤のある小田原 

都市基盤 
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④快適に暮らせる住環境の形成 

公共空間や建築物のバリアフリー化など快適な住環境の形成を進めます。また、利活用が可能な空き家の有

効利用を促進するとともに、集約型都市構造への転換に向け、共同化などによる土地の有効活用により、街

なかへの定住促進に努めます。さらに、老朽化した市営住宅の在り方の検討などを進めます。 

 

⑤緑化の推進と公園の整備・管理 

市域の多くを占める民有地の緑化や街路樹の再整備・改善によるみどりの創出や質の向上を図るとともに、

持続的な緑化の推進のための資金循環の仕組みづくりに取り組みます。また、均衡ある都市公園の配置や安

心して利用できる公園整備・管理を市民・企業などと協働で取り組みます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
身近な公園プロデュース事業実

施公園数 
公園 

13公園 

（平成 27年度） 

80公園 

（平成 34年度） 
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29 安全で円滑な地域交通の充実 

 

【目指す姿】 

計画的な道路整備と維持管理により、安全で円滑な道路交通が確保され、公共交通により誰もが便利に移動

しています。 

 

【現況と課題】 

 超高齢社会の到来により、高齢者などの移動手段を確保していくことがいっそう必要になります。しかし、

バス交通については利用者の減少からサービスが低下していくことが懸念されます。公共交通について

は、市民一人ひとりがその価値を再認識し、18の鉄道駅がある本市の強みを生かし、地域ぐるみで支えて

いくことが必要です。 

 著しい交通渋滞箇所は減少しつつありますが、依然として通勤時間帯や大型商業施設の周辺で渋滞が見

受けられます。また、隣接する真鶴町、湯河原町とを連絡する国道135号及びその周辺では、休日などで

著しい渋滞が発生しています。こうしたことから、経済的、環境的側面から道路ネットワークを形成していく

ことが必要であり、同時に自動車交通需要の適正化に取り組むことが必要です。 

 住宅地には救急車や消防車の進入が困難な狭あいな道路が存在しています。また、道路の維持管理に

ついては、これまで以上の計画的な取組みが必要であることと、行政のみの取組には限界があるため、

市民の協力を得ながら地域における身近な道路の管理体制を確立していくことが必要です。 

 

【基本方針】 

公共交通、自動車、自転車、徒歩それぞれの交通手段がバランスよく連携し、誰もが移動しやすい交通体系を

構築していきます。 

 

【詳細施策】 

①誰もが移動しやすい交通環境づくり 

地域の交通事情を踏まえ、公共交通や自転車、歩行者を優先した交通環境づくりを進めます。また、関係機関

と連携し、鉄道駅や駐車・駐輪場の改善、交通ネットワークの充実を図ります。特に小田原駅周辺は駐車施設

の適正配置や誘導案内、レンタサイクルの利活用など、来訪者の利便性を高める交通対策を引き続き検討し

ます。 

 

②円滑な道路交通の確保 

渋滞や混雑の解消を図るほか、災害時における緊急輸送道路の役割を担う幹線道路の整備促進や交差点改

良を進めます。また、国や県と連携し地域間の交流や連携を支える広域的な道路網の整備促進を図ります。 

 

③安全な生活道路の整備と維持管理 

狭あいな道路の拡幅や老朽化が進む橋りょう、道路施設の計画的な修繕など、安全な生活道路の整備を進め

るとともに、地域住民と一体となった道路維持管理体制の強化を図ります。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 主要バス停の乗降人数 人 
7,100人 

（平成 23年度） 

7,300人 

（平成 34年度） 

指標② 舗装維持管理指数（MCI(※)＞3.0）達成率 ％ 
97％ 

（平成 28年度） 

100％ 

（平成 34年度） 

※舗装の状態を「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、「平たん性」という路面性状値によって定量的に評

価するもの。 

豊かな生活基盤のある小田原 

都市基盤 
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30 安定した水供給と適正な下水処理 

 

【目指す姿】 

海や河川はきれいで良好な水質が守られており、いつまでも安心でおいしい水が届けられています 

 

【現況と課題】 

 水道事業では、高度経済成長期に整備された多くの施設、管路が更新時期を迎えるため、その整備には

大きな負担を伴うことや、今後も新たな更新需要が発生することから長期的な取り組みとなることが課題と

なっています。また、水質の安全性を確保するため、水質管理体制の強化が必要です。 

 本市の下水道は、酒匂川流域下水道の右岸・左岸処理場で処理しています。下水道事業の人口普及率

が低いことから、今後も下水道（汚水管きょ）整備を進める必要があり、さらに、急激に増加する老朽化下

水道施設の維持更新、長寿命化や耐震化対策が課題となっています。 

 大規模地震等災害時におけるライフラインへの被害に迅速に対応するため、応急復旧体制の強化が必要

です。また、集中豪雨などによる浸水対策の強化も必要です。 

 人口減少や節水意識の高まり、企業におけるコスト削減などの影響から使用水量が減り、料金収入が減

少傾向にあります。そのため、より一層の事業経営の効率化を進めるとともに、健全な財政運営を行って

いくことが必要です。 

 

【基本方針】 

安心でおいしい水道水を安定供給するため、水質の維持に努めるとともに、水道施設の計画的な更新・耐震

化・長寿命化を進めます。また、美しい川や海を未来につなぎ、快適な生活環境を保持するため、下水道の計

画的な整備や維持管理を進めます。 

 

【詳細施策】 

①安心でおいしい水道水の安定供給 

重要度の高い施設や管路について、優先的に耐震化・更新を推進するとともに、水質を維持し安全な水道水

を安定供給します。 

 

②計画的で効率的な下水道の整備 

下水道の未普及地域の解消に向け、計画的かつ効率的な下水道の整備を進めます。また、老朽化した施設

や管きょの適切な維持管理を行います。 

 

③災害対策の推進 

災害などによるライフラインへの被害に迅速に対応できるよう、上下水道の応急復旧体制の強化や復旧用資

器材の整備を図ります。また、集中豪雨による浸水被害を未然に防ぐため、水路（雨水きょ）の整備を進めま

す。 

 

④健全経営の維持 

民間委託などにより業務の効率化や経費削減を図るとともに、適正な料金の設定について定期的に検証して

いきます。また、下水道事業の必要性を周知し、下水道接続率の向上に努めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 管路の耐震化率（水道） ％ 
29.4％ 

（平成 27年度末） 

32.2％ 

（平成 34年度末） 

指標② 下水道人口普及率（※） ％ 
82.5％ 

（平成 27年度） 

84.4％ 

（平成 34年度） 

指標③ 料金回収率（水道） ％ 
95.4％ 

（平成 27年度） 

102.1％ 

(平成 33年度) 

※行政人口に対する公共下水道処理人口の割合を示す。 

豊かな生活基盤のある小田原 

都市基盤 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．市民が主役の小田原 

 

（１） 市民自治・地域経営 
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31 協働による地域経営 

 

【目指す姿】 

地域において生じた課題を地域住民が協力しあって自主的に対応し解決しています。 

市民と行政とが対等の立場でそれぞれの役割と責任に応じ、連携してまちづくり活動を展開しています。 

 

【現況と課題】 

 本市では、多くの事業や政策づくりに多様な市民参加の手法を取り入れてきました。今後も、市政運営に

おける市民参画を進めるとともに、さまざまな主体が協働してまちづくりを進めるための取組が求められて

います。 

 少子高齢化や小世帯化、人と人とのつながりの希薄化により地域で支えあう力が低下していることから、

多くの市民がまちづくりの担い手として参画し、課題を自ら解決していく取組を進めることが必要です。 

 地域では各団体が、福祉、防災など、様々な分野で活動しているほか、市内全26の地区自治会連合会の

区域で地域コミュニティ組織が立ち上がり、課題解決に取り組んでいますが、新たな課題に対応していくこ

とが求められています。また、新たな担い手の育成や、市民活動団体との連携などが必要です。 

 地域活動の拠点について、地域コミュニティ組織の活動の実績に合わせて、地域センターや地区公民館

に加え、学校やその他の公共施設などの活用を進めることが必要です。 

 

【基本方針】 

政策立案段階からの市民参画を定着させるとともに、地域の課題を地域で解決する仕組みづくりを進めます。 

 

【詳細施策】 

①市民参画の仕組みの拡充 

市民と市職員が対等な形で建設的に議論できる場づくりや、情報共有を進めることで、政策立案段階からの市

民参画を定着させます。 

 

②地域資源を生かした協働の推進 

市民力による自由な発想と活力を導入し、多様な主体が連携して人材、歴史、自然などの地域資源の特長と

潜在力を引き出すことで、より一層の地域振興や課題解決、コミュニティの強化につなげます。また、地域に貢

献している市民や団体などの顕彰を行います。 

 

③地域コミュニティの強化 

地域における主体的なまちづくりや課題解決に向け、先進事例に学びつつ地域コミュニティとしての目指す姿

を明確にし、活動や担い手の育成を支援します。あわせて、地域の情報を共有し、地域との協働を進めるため、

市職員の地域への対応体制や行政内部での連携を強化します。また、地域活動の拠点確保に向けた取組を

進めます。 

 

④地域別計画の促進 

地区自治会連合会の区域ごとに作成された地域別計画を促進するとともに、個性豊かな魅力ある地域づくり

への取組を支援します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 地域コミュニティ組織の分科会数 分科会 
42分科会 

(平成 27年度) 

116分科会 

(平成 34年度) 

指標② 地域コミュニティ組織参加者数 人 
823人 

(平成 27年度) 

 1,520人 

(平成 34年度) 

指標③ 自治会加入世帯数 世帯 
62,819世帯 

(平成 27年度) 

63,000世帯 

(平成 34年度) 

市民が主役の小田原 

市民自治・地域経営 
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32 市民活動の促進 

 

【目指す姿】 

さまざまなテーマで活動する市民活動団体が連携しながら発展し、新しい公共の担い手として活躍しています。 

 

【現況と課題】 

 本市には、市民活動団体が多数存在しており、これまで、多くのまちづくり活動を支えてきました。 

 市民の力によるまちづくりをさらに推進するため、市民交流センターの開設や市民活動応援補助金交付

による市民活動に対する支援などを実施していますが、今後も、市民活動団体間のつながりや情報共有

など、市民活動に対する支援や育成の強化が求められます。 

 協働による地域経営の推進のためには、自治会などに代表される地域活動と、さまざまなテーマにおける

市民活動とのさらなる連携が必要です。 

 より豊かなまちづくりの実現や、市民ニーズに合った公共サービスを提供していくためには、市民の力の

積極的活用と、市民活動団体と行政との協働が欠かせないものとなっており、提案型協働事業などによる

推進が求められます。 

 

【基本方針】 

さまざまな分野における市民活動の活性化と市民活動団体間の交流・連携を促します。また、市民力をまちづ

くりに生かす市民と行政との協働を推進します。 

 

【詳細施策】 

①市民活動の支援 

市民活動への助成や情報提供などのほか、中間支援組織の機能を有する市民交流センターを拠点に多様な

活動を支援し、交流を促進することで、市民活動の活性化を図ります。 

 

②協働事業の実施 

市民生活における課題の解決に向け、さまざまな分野で活動する市民活動団体の特性を生かし、行政と適切

な役割分担による協働のまちづくり事業を進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 市民交流センター登録団体数 団体 
346団体 

(平成 27年度) 

400団体 

(平成 34年度) 

指標② 市内のＮＰＯ法人数 団体 
81団体 

(平成 27年度) 

90団体 

(平成 34年度) 

市民が主役の小田原 

市民自治・地域経営 
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33 情報共有の推進 

 

【目指す姿】 

小田原で行われていることや小田原の魅力が、市内外の人に分かりやすく伝わっています。 

市内外で多様なコミュニケーションや交流が生まれるとともに、多くの市民が小田原市民としての誇りを持ちな

がら、まちづくりに関わっています。 

 

【現況と課題】 

 住民自らが責任を持って地域のことを決めることができる社会の実現に向け、市民と行政が共に小田原

のまちづくりを考えていくことが必要です。また、市政に関わりたいという市民の意識も高まっています。 

 市民と行政、市民と市民とのコミュニケーションの基礎となる情報を的確に発信するとともに、市民が容易

に入手し活用できる環境を整え、さまざまな情報を共有することが必要です。 

 情報発信手段が多様化していることを踏まえ、常に効果的な情報発信に努めることが必要です。 

 行政が発信・提供した情報を、市民がきちんと把握でき、意見や考え方を述べ、伝えることができる仕組

みが必要です。また、今まで市政に関わったことのない多数の市民の意見や考え方を聴くことも重要で

す。 

 市民が小田原に誇りや愛着を持って住み続けるとともに、市外の方が小田原を何度も訪れ、住んでもらう

ためには、小田原の地域資源に磨きをかけ、その魅力を市内外に積極的に発信し、次世代に残す仕組み

をつくることが必要です。 

 

【基本方針】 

小田原のまちづくりに関するさまざまな情報や小田原の魅力を、市内外に分かりやすく多様な手段で発信しま

す。また、市民が必要とする行政情報が容易に入手できる環境や、幅広い市民の声が行政に届く仕組みを整

えます。 

 

【詳細施策】 

①情報の発信と提供 

広報紙、ホームページ、ラジオ、テレビなどを活用し、事業や施策の効果的な情報発信に努めます。また、行

政が行う事業やさまざまなデータなどの情報を積極的に公表・提供し、活用できる仕組みや環境を充実させま

す。 

 

②広聴の充実 

市民が行政へしっかりと意見や考えを伝えられる手段を有効に機能させます。 

 

③都市セールスの充実 

小田原の多種多様な地域資源を、小田原の魅力として市内外に発信し、小田原ファンを増やし、人々の交流

や定住につながる取組を積極的に進めます。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
フェイスブックページの「いい

ね！」数 
件 

2,286件 

(平成 27年度末) 

5,000件 

(平成 34年度) 

指標② ホームページアクセス数 件 
11,250,364件 

(平成 27年度) 

14,750,000件 

(平成 34年度) 

市民が主役の小田原 

市民自治・地域経営 
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34 自立した行財政運営の推進 

 

【目指す姿】 

自立した行政運営がなされ、住民に最も身近な行政として幅広い権限を担い質の高い行政サービスが安定的

に提供されています。 

 

【現況と課題】 

 本市の財政状況は、市債などの残高が高い水準にあり、公債費の高止まりなど、財政運営に影響を与え

ています。このため、市債の新規発行を抑制するなど健全財政の維持に努めてきました。 

 人口減少、少子高齢化、厳しい経済情勢を背景に、市税の減収、社会保障費の増加が見込まれていま

す。市民生活の維持・向上や、都市の発展につながる取組の原資を確保するためには、健全で持続可能

な行財政運営を確立していくことが必要です。 

 厳しい財政運営がこれからも続くことが見込まれている中、公共施設全体の老朽化など今後さらに維持更

新にかかる費用の増加が懸念されています。 

 国県や他市町村との情報システム連携を通じて、行政事務を効率化し、行政手続を簡素化する取組が求

められています。 

 行政活動の成果を常に検証して事務事業や公共施設のあり方を見直し、最少の経費で最大の効果を上

げるよう、限られた行政資源の最適な配分を行うことが必要です。 

 地方分権の進展や都市制度改革の動向を踏まえ、住民に最も身近な基礎自治体として、地域課題の解

決を図る上で備えるべき権能について検討することが必要です。 

 

【基本方針】 

行政活動の検証を通して行政資源の配分を最適化し、より効果的かつ効率的な行財政運営を行います。また、

地方分権時代に相応しい課題解決能力の高い基礎自治体を目指し、都市制度改革を踏まえた権能の強化を

図ります。 

 

【詳細施策】 

①行財政改革の推進 

（仮）「第２次行政改革指針」の下で施策や事業を評価・検証し、自律的かつ継続的な見直しを行うとともに、市

民と行政とが情報を共有しながら行財政改革を進めます。 

 

②公共施設の最適化 

全市的な視点から公共施設の統廃合を含めた適正な配置や、建設・管理運営方法などの見直しを通じて、最

少の経費で施設の効用を最大にします。特に、支所・連絡所などについては、民間事業者との業務連携など、

住民の利便性の確保対策を講じるとともに、窓口機能や施設の再編を進めます。また、計画的な維持保全に

より、公共施設のライフサイクルコストの低減を図ります。 

 

③規律ある財政運営 

自主財源を確保するとともに、市債の新規発行を償還元金以内に抑制し、市債残高の減少に努めます。また、

歳入に見合った歳出規模への抑制を行う一方、未来に向けて投資が必要な政策分野に対しては、しっかりと

した資源配分を行います。 

 

④競輪事業の今後に向けた検討の本格化 

競輪事業についての更なる経営努力を図るとともに、今後のあり方について、市財政や、市民生活、まちづく

りへの影響などさまざまな視点から検討を行います。 
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⑤地方分権時代に対応した行政機能の強化 

中核市移行に係る検討を行うなど、地方分権時代の自治の主体として総合的な権能及び機能強化を進めま

す。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
第２次行政改革指針アクションプ

ログラムに基づく目標達成率 
％ 

0％ 

（平成 28年度） 

100％ 

（平成 34年度） 

指標② ※長寿命化計画の指標を掲載予定       
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35 自ら考えて行動する職員の育成 

 

【目指す姿】 

職員一人ひとりが、直面する課題について主体的に考え行動し、市民の最良のパートナーとして市民と共に新

しい小田原の創造に取り組んでいます。 

 

【現況と課題】 

 地域の課題解決力の強化、民間の発想による事業の展開など、従来にも増した広範な活躍が職員に期

待されています。 

 職員には、市民の声に耳を傾け、市民との協働によるまちづくりを進めることができる高いコミュニケーシ

ョン能力が求められています。 

 コーチング手法の活用や課題解決型の研修などによる職員の意欲向上と能力開発の取組を続けながら、

前例踏襲、横並び志向の組織体質から脱却し、新しい小田原の実現を目指す組織へと変革していく必要

があります。 

 あふれる情熱とチャレンジ精神を持ち、自ら考え、行動できる人材を小田原市独自の採用方式により確保

し、市民の最良のパートナーとなる人材として育成していく必要があります。 

 職員が能力を最大限に発揮しうる人事制度と執務環境を整え、公務能率を高めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

新しい小田原の創造への熱い心を持つ人材を確保し、市民の最良のパートナーとなる人材として育成し、地

域を担う人材として最大限の活用を図ります。 

 

【詳細施策】 

①人材の確保 

人物を重視した採用を積極的に進め、本市の求める人物像にふさわしい職員を確保します。 

 

②人材の育成 

自ら考えて行動できる職員となるために必要な能力開発や意識改革を進めるとともに、個々の特性を活かし

たキャリアアップなどを実施し、職員のパフォーマンスの最大化を図ります。 

 

③人材の活用 

職員の士気を高めるため、適正に人事評価制度を運用するとともに、公務に好影響をもたらす環境を整備し、

公務能率の向上を図ります。また、市民感覚と行政職員の専門性を重視し、組織の要として活躍できる職員を

適所に配置します。 

 

【施策の指標】      指標名 単位 基準値（年） 目標値（年） 

指標① 
新採用職員の人事評価の評点 

（100点中） 
点 

平均 68.0点 

(平成 27年度) 

平均 70.0点 

(平成 34年度) 

指標② 
職員研修参加者アンケート結果

（5段階評価） 
点 

平均 4.2点 

(平成 27年度) 

平均 4.5点 

(平成 34年度) 
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36 広域行政の推進 

 

【目指す姿】 

周辺自治体との連携により、圏域住民の暮らしを支え利便性の高い行政サービスが提供されています。 

 

【現況と課題】 

 住民の生活圏や経済圏は、交通インフラの整備や情報ネットワークの整備などにより行政区域の枠を越

えて拡大しており、行政区域との不一致が大きくなっています。 

 急速に進む高齢化への対応や老朽化する社会資本の更新、大規模災害への備えなど、単独の市町村で

は解決が難しい広域的な行政課題が顕在化しています。 

 少子高齢化などに伴う厳しい財政状況の中で、今後も安定的かつ持続的に行政サービスを提供するため

には、周辺自治体などとの連携を進めることが必要です。 

 県西地域においては、2市8町で構成する神奈川県西部広域行政協議会における取組等などを通じ、一体

となって様々な課題に対応してきましたが、圏域の広域連携をけん引する中心市のあり方が課題となって

います。 

 

【基本方針】 

関係市町との相互補完及び適切な役割分担により、広域的な課題に的確に対応します。 

 

【詳細施策】 

①県西地域における中心市のあり方の検討 

県西地域における安定的な行政サービス提供体制を構築し、活力ある地域圏の形成をけん引するため、合併

を含む圏域の中心市強化策などについて検討を進めます。 

 

②県西地域 2市 8町における広域連携の推進 

基礎自治体を取り巻く社会経済環境の変化への的確な対応や、高度化、複雑化する広域的課題の解決に向

けて、県西地域 2市 8町が共同して取り組みます。 

 

③多様な枠組みによる自治体間連携の推進 

富士山を中心としたＳ.Ｋ.Ｙ広域圏内の市町村との連携による地域活性化の取組を進めるほか、２市８町の枠

組みにとらわれることなく地域課題の解決に向けて、多様な枠組みによる自治体間連携を進めます。また、御

殿場線を交流の軸とした魅力ある地域を形成するため、民間団体などとの連携を図ります。 
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